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第 1 章 【序章・総論】 計画策定にあたって 

   １ 総合計画をつくる意味 

   ２ 計画の策定にあたって大切にしたこと 

   ３ 計画の構成と期間 

   ４ 計画のつくり方 

   ５ SDGｓと地方創生 

 

第 2 章 基本構想 

   １ 目指すまちの姿 －将来都市像と基本目標－ 

   ２ 人口の現状と見通し 

   ３ 土地利用構想 

   4 地域展望 

 

第 3 章 基本計画  

１ 基本計画の体系  

   ２ 基本計画の見方 

基本目標Ⅰ 手を取り合ってみんなでまちをつくろう 

        目標１ ずっと住み続けたいまちをみんなで一緒につくります 

        目標２ お互いを理解し、支え合い、誰もが地域の一員として活躍できるまちをつくります 

        目標３ 時間と場所を選ばない行政サービスを提供します 

        目標４ まちのことを知って、高浜市を応援したいという想いを育みます          

基本目標Ⅱ みんなで学び・高め合い 高浜の未来を育もう 

        目標５ 多様な主体が子育ち・子育てを支えます 

        目標６ 自分・仲間・社会の幸せのために学び続ける子どもを育みます 

        目標７ 学びで人がつながり合い みんなでまちを支える力を育みます 

基本目標Ⅲ 行きたい 住みたい 住み続けたい 魅力がつながるまちをつくろう 

        目標８ 暮らしを支える持続可能な都市を形成します 

        目標９ 地域経済を活性化し、元気なまちをつくります 

        目標１０ 人と地球にやさしいきれいなまちをつくります 

基本目標Ⅳ 心もからだも元気 毎日を笑顔で暮らそう 

        目標１１ その人らしく安心して生活できる地域共生のまちづくりを進めます 

        目標１２ 一人ひとりと地域全体の健康づくりを応援します 

        目標１３ 防災・防犯の意識が高いまちづくりを目指します 
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   １ 各目標の実現を支える行財政運営 
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   ３ 計画推進サイクル 
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第 6 章 創生戦略 まち・ひと・しごとの創生に向けて  
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２ 総合計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略の関係 
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１ 総合計画をつくる意味 

 

高浜市をこんなまちにしていきたい・・・ 

総合計画はみんなで高浜市をつくっていくための「設計図」です。 

 

 

この先の１０年で高浜市をどんなまちにしていこうとしているのか。 

その実現のために、高浜市はどんなことに取り組んでいくのか。 

そして、高浜市に暮らす一人ひとりができること、力を合わせてできることって何だろう。 

高浜市では、みんなで目指す目標と取り組んでいく内容を共有するために、総合計画を 

つくりました。 
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（１）市のあらゆる分野の最上位計画 

〇総合計画は、高浜市が行うすべての政策・施策・事業の根拠 

となる最上位の計画で、市政運営の根幹となる計画です。 

〇分野ごとに策定される個別計画は、総合計画で示す方向性に 

沿って策定されます。 

 

 

（２）まちづくりにかかわるすべての人で考え、実現する計画 

〇総合計画は、行政だけでなく、高浜市にかかわるすべての人が共有する計画であることから、

計画策定の段階から、市民や高浜市のまちづくりにかかわる多くの人の声を聴き、行政が責任

をもって策定しました。 

〇総合計画は、策定することがゴールではなく、スタートです。目指すゴールに近づくには、行政だ

けでなく、高浜市のまちづくりにかかわるすべての人の力が必要です。総合計画は目指すゴー

ルをみんなで共有し、実現に向けてみんなで行動するための“道しるべ”となるものです。 

 

 

 

 

総合計画については、２０１１年（平成２３年）５⽉に地⽅⾃治法が改正され、法的な策定義務が廃⽌され

ましたが、高浜市では、まちづくりの最⾼規範である「高浜市⾃治基本条例」において、将来のあり⽅を展望

し、市⺠にまちづくりの中⻑期的なビジョンを⽰すとともに、総合的かつ計画的な市政運営の指針を⽰すため

のまちづくりの基本指針として必要であると考え、総合計画を策定していくことが定められています。 

 

【高浜市⾃治基本条例（抜粋）】 

（総合計画等の策定） 

第２１条 議会及び行政は、総合的・計画的に市政を運営するため、総合計画を策定します。 

2 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための事業を定める基本計画、事

業の進め方を明らかにするアクションプランで構成します。 

3 行政は、成果を重視した市政運営を目指すため、総合計画の進行管理を行い、その状況をわかりやすく

公表します。 

4 行政は、総合計画に基づいて予算を編成し、計画的で健全な財政運営に努めます。 

 

第 1 章 【序章・総論】計画策定にあたって  

高浜市は自治基本条例で定めています 
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２ 計画策定にあたって大切にしたこと．．． 

 

（１）バックキャスティング ～目指したい未来、なりたい姿から取り組むことを考える～ 

人口減少や超高齢化社会の進展、人工知能（ＡＩ）やロボットなどの先端技術の進歩、世界規模の

感染症や風水害をはじめとした自然災害の発生など、高浜市を取り巻く環境は予測できないほど、目

まぐるしく変化していくことが予想されます。こうした中で、目の前の課題の解決策を積み上げながら

将来の目標を設定する考え方では、現在の延長線上の未来しか描くことはできません。 

第７次総合計画の策定においては、将来（10 年後）の高浜市を展望して「目指したい未来（こんな

高浜市になっていたらいいな）」を描き、その時点から計画期間を遡って、その将来像を実現するため

に、５年間でどんなことに取り組むべきか、取り組むにあたり障壁（課題）となることや、高浜市の現状

はどうなっているのかを整理する“バックキャスティング”と言われる考え方で策定を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在 

5 年後 

10 年後 

目指したい

未来 

現在の延長線
上に想定され

る未来 

バックキャスティング 

フォアキャスティング 

目の前の課題の解決が

必ずしも目指したい未来

の実現にはつながらない。 

第 1 章 【序章・総論】計画策定にあたって 

 

バックキャスティング… 

 未来の目指すべき姿を描

き、そのゴールへと至る道筋

や施策を講じることで目標の

達成を目指す考え方。 

 

フォアキャスティング… 

 現在と過去のデータに重点

を置き、現状を起点として実

現可能な施策を講じることで

目標の達成を目指す考え方。 
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（２）協働から共創へ ～高浜市にかかわるすべての人たちの力で実現する～ 

高浜市では、「市民が主役のまちづくり」を推進し、「協働」の取組を進め、第６次総合計画の策定

においても、市民とともに計画を創りあげてきました。 

これから目指すまちづくりでは、これまでの市民と行政の「協働」をさらに進め、一歩進んだ『共創』

の取組による「市民が主体的なまちづくり」を推進していく必要があります。 

第７次総合計画は、高浜市にかかわるすべての人たちが、１０年後の「なりたい高浜市」のために、

自分たち一人ひとりに何ができるかを考え、主体的な行動を喚起していく計画としました。 

 

  「協働」…目的や性格の異なる組織が、共通の社会的な目的を実現するために、それぞれの組織の

力を合わせ、特色を生かしながら、対等の立場で、共に協力して働くこと。 

  「共創」…これまでの「協働」を基本としつつ、多様な主体が連携し、異なる視点や価値観のもと多方

面から意見を出し合いながら検討し、実践的な取組を展開することにより、新たなまちの魅

力や地域の価値を共に創り上げていくこと。 
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３ 計画の構成と期間 

第７次総合計画は、「基本構想」「基本計画」「アクションプラン」で構成し、その内容と計画期間は、次のと

おりです。なお、「基本計画（後期）」と「アクションプラン」は、別途定めます。 

 

（１）基本構想  

【計画期間】2023 年度（令和 5 年度）～2032 年度（令和 14 年度） 10 年間 

  ≪位置づけ≫ 高浜市の将来像・基本目標を定めたもの 

  ≪役   割≫ 市の政策の方向性を定めるものです。 

    

（2）基本計画 

【計画期間】 前期：2023 年度（令和 5 年度）～2027 年度（令和 9 年度） 

後期：2028 年度（令和 10 年度）～2032 年度（令和 14 年度） 

  ≪位置づけ≫ 今後取り組むべき基本施策を定めたもの 

  ≪役   割≫ 基本構想で目指すまちづくりを進めるために、分野ごとに目標とするまちの姿や、その実現に

向けて行政が取り組む事業の具体的な方向性を示すものです。 

  

（3）アクションプラン 

  【計画期間】 3 年ごと 

  ≪位置づけ≫ 事業の進め方を明らかにしたもの 

  ≪役   割≫ 基本計画に掲げた目指すべき姿、目標値の達成に向けて、具体的な事業の進め方を示す 

ものです。 

 

年 度 
西 暦 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

和 暦 令 和 5 年 令 和 6 年 令 和 7 年 令 和 8 年 令 和 9 年 令 和 1 0 年 令 和 1 1 年 令 和 1 2 年 令 和 1 3 年 令 和 1 4 年 

基 本 構 想 

（ １ ０ 年 間 ） 
          

基 本 計 画 

（前期・後期各 5 年） 
          

ア ク シ ョ ン プ ラ ン 

（3 年ごと、毎年見直し） 

          

基本構想 

前期計画 後期計画 

３年間 

３年間 

３年間 

３年間 

３年間 

改訂 

第 1 章 【序章・総論】計画策定にあたって 
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４ 計画のつくり方 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各施策の 5 年
後を見据えた

課題を考える 

行政の取組 
内容「こんな
ことに取り組
みます」を 

考える 

市民一人ひと
り、また地域
でできること

を考え 

実践する 

第 1 章 【序章・総論】計画策定にあたって  

１０年後 
高浜市がこん
なまちになっ
ていてほしい

を考える 

13 の施策分野
における 

目指す目標を
考える 

市民会議・職員 

プロジェクトで 

キーワードを検討。 

市民に対して 

キーワードの募集。 

（応募 117 件） 

市民会議メンバー

の投票により 

キャッチフレーズ 

最終案を決定。 

市民意識調査 

を実施し、市民 

のまちへの意識 

を調査。 

市民会議で提案 
された 10 年後 

のなりたい高浜市 
を各施策分野 

に分類。 

第６次計画策定
の際にはなかった

課題 
◇デジタル化 
◇多文化共生 

第６次計画策定 
の際にはなかった 
世界や国の流れ 
◇ＳＤＧｓ（※） 

◇地方創生（※） 

第６次計画 
から続く課題 

◇公共施設の 
老朽化対策 

など 

市民会議で、 
理想の高浜市に 
近づくために必要 

なことを検討。 

（※）社会環境の
変化や課題は、巻
末の資料編に掲
載しています。 

社会環境の変化 
◇災害などの 

リスク増大 
◇暮らし・労働・ 
学びの多様化 

など 

行政の各担当 
グループが責任を 
もって目標実現に 
向けての取組を 

検討。 

取組（案）に対し
て、市民の意見を
聴取。（審議会・ 
パブリックコメント 

 など） 

市民会議で、 
「市民一人ひとり
でもできること」 

を実践。 

まちづくり協議会 
で、目標の実現 
に向けて、「地域 
ができること」 
（地域計画） 

を策定。 

市民会議で、 
目標の実現に向け 
て、「市民一人ひと 
りでもできること」 

を検討。 
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５ 世界や国の動向 

（１）SDGｓ（持続可能な開発目標）Sustainable Development Goals 

SDGs（持続可能な開発目標）は、２０１５年（平成２７年）９月の国連サミットにおいて全会一致で採

択された国際社会の共通目標であり、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性（※）と包摂性（※）のあ

る社会の実現に向け、17 のゴールと１６９のターゲットが示されています。 

国際社会全体がそれぞれの責任と役割において行動していくための 

「道しるべ」となるもので、国のみならず地方自治体においても積極的な 

貢献が必要となります。 

そのため、総合計画においてもその理念を大切にし、総合計画の目標の 

達成が、SDGs の達成に寄与する計画とします。 

 
 

 

（２）地方創生（まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

  人口減少社会、少子高齢化社会の到来を見据えた、まち・ひと・しごとの創生を目的とする地方創生

総合戦略（※）について、高浜市では、総合計画の実現が高浜市の創生につながると考え、「まち・ひと・し

ごと創生」政策５原則にある「自⽴性」「将来性」「地域性」をふまえ策定し、「総合性」「結果重視」をふ

まえた推進・進⾏管理を総合計画の進行管理とあわせて実施してきました。 

  第７次総合計画においても、この考え方は引き継ぎ、まち・ひと・しごとの好循環を生み出す創生総合

戦略と総合計画は一体的に進めていきます。 

 

第 1 章 【序章・総論】計画策定にあたって 
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１ 目指すまちの姿 －将来都市像と基本目標－ 

 

将来都市像 ～高浜市が目指すべき姿のキャッチフレーズ～ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

高浜市は、行政だけでなく、市民、地域で活動している団体、事業所やそこで働いている人、学校等で

学んでいる人など、様々な人たちの営みによって成り立っていることから、前総合計画（第６次総合計画）

において、高浜市に暮らす全ての人たちを「大家族」とし、将来都市像（キャッチフレーズ）に掲げていま

した。これまでの高浜市を創りあげてきた人と人とのつながり、想い、「大家族たかはま」を、これからを生

きる人たちにつなげ、しあわせなまち高浜市をみんなで創りあげていくことを目指します。 

 

 

しあわせなまち… 

幸せとは、運が良いこと。また、そのさま。幸運。幸福。を一般的には意味することが多いですが、本来は、

「めぐり合わせ」や「運命」の意味を持ち、元々は「仕合せ」と表記され、語源を辿ると「為し合わす」であ

るといわれています。「為す」とは動詞「する」で、何か２つの動作などを「合わせる」こと、それが「しあわ

せ」だという意味です。つまりは、「複数人で何か行動を一緒にする」こと自体が「しあわせ」ということで

あり、元々は動詞であったことから、「しあわせ」とは状態ではなく「しあわせる」という行動そのものだっ

たといわれています。 

高浜市が考える「しあわせなまち」とは、多くの人や想いが出会い、つながり合うことで、大家族のよう

な、助け合い、支え合う、“おたがいさま”がつながる、そんなあたたかいまちです。 

第 2 章 基本構想   
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基本目標 ～将来都市像を実現するためのまちづくりの目標～ 

 

１．手を取り合ってみんなでまちをつくろう【ともに歩む】 

社会の変化や多様化する市民のニーズに対応していくため、地域コミュニティの活性化や市民

一人ひとりが、個性を生かし、お互いを認め合いながら活躍できる環境づくりを行い、個人・団体・

企業・行政など、高浜市にかかわるみんなが手を取り合って、ともに歩むまちづくりを目指します。 

 

２．みんなで学び・高め合い 高浜の未来を育もう【ともに育む】 

安心して子どもを産み育てることができる環境を整え、子どもたちの個性や生きる力を育む学校

教育や、生涯学習・スポーツの充実に努めるとともに、高浜市の伝統・文化の大切さを伝えることに

より、我がまちに愛着と誇りの持てる次代を担う人材や、心豊かな人を育み、人と文化を未来につな

ぐまちづくりを目指します。 

 

３．行きたい 住みたい 住み続けたい 魅力がつながるまちをつくろう【ともに発展し続ける】 

市民の生活や地域経済の発展を支えるため、良好な市街地整備や道路・交通ネットワークの充

実を図るとともに、より快適な暮らしを実現するための生活基盤の整備を進め、災害に強い、快適な

暮らしを支えるまちづくりを目指します。 

さらに、身近な自然環境を保全しつつ、ごみの減量や分別収集による資源の有効利用と環境美

化の推進により、環境に負荷を与えないまちづくりを目指すとともに、循環型社会の形成などにより、

誰もが「行きたい 住みたい 住み続けたい」と思える魅力あるまちづくりを目指します。 

 

４．心もからだも元気 毎日を笑顔で暮らそう【ともに安心して暮らす】 

健康づくり、地域医療、福祉を充実し、生涯を通じて健康な生活を送ることができ、地域で互いに

助け合い、支え合う福祉社会の実現に加え、災害に強いまちづくりや交通安全・防犯対策の強化に

努めるなど、毎日を笑顔でしあわせに暮らせるまちづくりを目指します。 
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２ 人口の現状と見通し  

    将来を見据え、計画的に目標（将来都市像）の実現を目指していくためには、高浜市に暮らす人々

の状況がどのように変化していくのか、人口の見通しを把握することは重要です。 

 

（１）人口の推移 

    住民基本台帳に基づく総人口の推移をみると、増加傾向が続いています。 

    人口は年々増加しているが２０１０年（平成２２年）に年少人口（０～１４歳）を老年人口（６５歳以上）

が上回るようになりました。 

 
（出典：住民基本台帳人口（各年１０月１日時点。ただし、２０２２年のみ４月１日）、65 歳以上人口には 75 歳以上人口も含みます。） 

 

（２）外国人人口の推移 

近年の高浜市の特徴である外国人人口の増加ですが、人数および比率とも年々増加傾向にあり、

総人口に占める外国人割合は愛知県内でもトップレベルになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：住民基本台帳人口（各年１０月１日時点。ただし、２０２２年のみ４月１日）） 
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（３）将来人口の推計 

    「高浜市人口ビジョン（※）」では、人口は２０４０年（令和２２年）の約５２,0００人余が、ピークとなる

見通しであり、全国で急速に人口減少が進行する中、第７次総合計画の期間では依然として増加す

ると見込んでいます。 

    しかしながら、年少人口は減少傾向にあり、生産年齢人口も第７次総合計画後半の２０３０年（令和

１２年）をピークに減少に転じると見込んでいます。また、２０４０年（令和２２年）には後期高齢者人口

が年少人口を超えると見通しています。 
 

 
（出典：高浜市人口ビジョン≪令和２年３月発行≫） 

 

（４）人口の将来展望 

    高浜市の人口は、第２次産業（※）への就業者割合が非常に高く、外国人住民の割合が高いという

人口及び就労状況の関係上、地域経済を支える企業（特に輸送機器関連企業）の景気動向や社会

情勢に左右されるところが大きい状況にあります。 

そうした中でも、52,000人（「高浜市人口ビジョン」より、２０４０年（令和２２年）に人口５２，159人）

を第７次総合計画の計画最終年次の将来展望人口として想定・設定し、それに対応する土地利用構

想や、子育て・勤労世代を中心に定住を促すための取組を戦略的に進めてまいります。        
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３ 土地利用構想  

    土地は、限りある資源であり、市民が快適な生活を送り、自然や歴史・文化を守り、育み、地域の活

力を生み出す舞台となるものです。 

高浜市を形成する土地は他の自治体と比べ、広くはありません。だからこそ隅々まで有効に活用し、

誰もが安心して暮らし、市民が愛着を持って住み続けられるように、地域の個性を生かし、活気と交流

のあるまちづくりを進めるため、長期的視点に立った土地利用を次のように進めていきます。 

 

土地利用の基本的な考え方                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、５つの基本ゾーンを設定し、将来人口５２,000 人の都市規模に対応した土地利用構想を次

のように定めます。 

 

（１）住居系ゾーン 

名鉄三河線沿線において住宅地形成の進んだ既成市街地のほか、将来的な人口増加の受け皿と

して期待される隣接する市街化調整区域も含め、住居系ゾーンとして位置づけます。 

 
（２）商業系ゾーン 

都市機能集積拠点（名鉄三河線の鉄道駅周辺）に加えて、市民の生活の利便性の向上や広域的

な交流人口の増加の観点から、幹線道路沿道を商業系ゾーンとして位置づけます。 

 
（３）工業系ゾーン 

衣浦港沿岸部や内陸部における既存の工業集積およびその周辺区域については、さらなる産業集

積に向け、工業系ゾーンとして位置づけます。 

 
（４）農業系ゾーン 

市街化調整区域内で一団の農地が広がっている区域については、今後もその生産機能を維持する

農業系ゾーンとして位置づけます。 

 
（５）住居系・産業系 検討ゾーン 

市街化調整区域のうち、幹線道路へのアクセスが良く、住居系ゾーンと工業系ゾーンのいずれとも

接する区域については、住居系・産業系 検討ゾーンとして位置づけます。 

地域の個性を生かし、市民の自主性を高め交流を促進する土地利用を目指します。 

コンパクトさを活かし、いつまでもいきいきと暮らすことができる土地利用を目指します。 

居住・労働・交流・憩いが調和し、暮らしやすく、住み続けたいと思える土地利用を目指します。 

災害等に強く、将来にわたって安心して暮らせる土地利用を目指します。 
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図：土地利用構想図 
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４ 地域展望  

高浜市には５つの小学校区があり、「地域でできることは地域で行う」を合言葉に、小学校区単位

で設立された住民自治組織「まちづくり協議会」が主体となって、地域の個性・特徴を生かしたまちづ

くりが進められています。 

すべての「まちづくり協議会」で、地域ごとのまちづくりの目標や活動方針、取組内容等といった“地

域の想い”を詰め込んだ「地域計画」が策定されています。 

「地域計画」は、総合計画の目標達成につながる、地域のできること、やりたいことが描かれた重要

な計画です。市政運営にあたっては、「地域計画」を“地域の想い”として尊重していきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 基本構想   

吉 浜 小 学 校 区 の 将 来 像 つながり 支え合い 楽しく語り合うまちづくり よしはま 

こ
ん
な
地
域
に
し
て
い
き
た
い
ね
！ 

ま

ち

づ

く

り

の

目

標 

子 ど も の 育 成 
子どもが夢を持ち、高齢者が笑顔で暮らせる よしはま 

高齢者のいきがい 

伝 統 文 化 ・ 教 養 受け継ごう 伝統文化 育てよう 未来！ 

防 犯 ・ 交 通 安 全 安心・安全は地域の支えあいから 

防 災 家庭と地域 つながる 見える みんなの備えが命を救う 

環 境 美 化 花いっぱい 笑顔いっぱい 夢いっぱいのまち よしはま 

イ ベ ン ト みんなでつくる こども夢のまち よしはま 

広 報 伝えたい 知りたいの宝箱 

運 営 体 制 持ちつ持たれつ支え合い 楽しく語る まちづくり 

 

港 小 学 校 区 の 将 来 像 ふれあいのある心豊かなまち 

ま

ち

づ

く

り

の

目

標 

すべての住民が支えあう地域共生のまち 

  子どもたちやチャレンジド（障がいを持ったことによって挑戦する課題、使命を与えられた人）、高齢者の皆さん等、

地域住民のすべての皆さんが共に支えあう地域共生のまちづくりを目指します。 

安全で安心して暮らせるまち 
身近に起きる犯罪や今すぐ発生しても不思議でない大地震などから被害を最小にするため、みんなの力、みんなの

活動で安全、安心なまちづくりを目指します。 

ふれあいのある住みよいまち 
色々な行事、イベントを通し「心の豊かさ」「人と人のつながり」を持った安らぎとふれあいのある心豊かなまちを目

指します。 

持続する体制づくり 
「地域でできることは、地域で行う」といった地域内主権によるまちづくりを持続、推進するための体制づくりを行い

ます。 
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翼 小 学 校 区 の 将 来 像 安全・安心に暮らせるまち 翼 

ま
ち
づ
く
り
の
目
標 

目 標 安全で心豊かな思いやりのあるまち 翼 

事

業 

防 災 = 翼地区の住民がお互いに協力し合い = 

― 住民相互のふれあいを深め ― 

― 心の豊かさを実感できる ― 

― 安全・安心なまちづくり ― 

防 犯 

文 化 ・ 体 育 

今 後 の 展 望 

◎安全・安心に関する事業（防犯対策・防災対策）は継続 

◎住民相互のふれあい・コミュニケーションづくりは継続 

◎新たに街の美化、外国系住民とのふれあいに取り組む 

◎まちづくりに参加する人を増やすことが課題 

◎従来の活動を見直し整理していく 

 

高浜小学校区の将来像 豊かな絆を結び合う 愛着と誇りを持てるまち 

ま

ち

づ

く

り

の

目

標 

助け合いの心とぬくもりがあふれるまち 
  住みなれた地域でいつまでも暮らし続けられるよう、住民同士の絆を深め合い、まちの 

至る所で住民同士の会話が響きあう、ぬくもりとふれあいのあるまちを目指します。 

キ ー ワ ー ド 交流 ・ コミュニケーション ・ 居場所 

美しい景観を守り育むまち 
このまちに住んでいることを誇りに思えるように、快適で美しい生活環境の創造と、先人 

から受け継いできた住民共有の財産である地域の景観・文化遺産を守り、育て、次代へ伝えていきます。 

キ ー ワ ー ド 美観 ・ まちへの誇り 

情報が行きかう安全・安心なまち 
日常のあいさつ・声かけ、会報やホームページによるまちの情報の受発信、講座の開催など様々な手段により、防

犯、防災、子育てといった暮らしに密接な情報が行き届いた安全・安心なまちを目指します。 

キ ー ワ ー ド 安全・安心 ・ 情報の共有 

 

高取小学校区 の将来像 心ふれあう安全・安心なまち 

ま

ち

づ

く

り

の

目

標 

明るい犯罪のないまち 

  空き巣・詐欺など身近に起こる多様化する犯罪、高齢化に伴う交通事故の多発など、地域・行政・警察が一体とな

って犯罪・交通事故から生命・財産、日常の暮らしを守る活動に取り組み、安全・安心に暮らせるまちをめざします。 

みんなで支え合う災害に強いまち 
近い将来に発生が予測される大震災、風水害、火災などの災害。被害を最小限に食い止めるため、「自らの身は自

ら守る」ことを基本としつつ、地域ぐるみの防災・減災対策により、安全・安心に暮らせ るまちをめざします。 

笑顔で心ふれあうまち 
転入者の増加、少子化・核家族化、超高齢社会などに対応していくため、住民同士のゆるやかなつながりや活躍の

場づくり、子育ちの応援、健康寿命の延伸や認知症対策などに取り組み、みんなが笑顔になる、住んでいて楽しいまち

をめざします。 

花と緑が潤うきれいなまち 
豊かな自然資源を活かし、四季を通じて花や緑にあふれ、心に潤い・やすらぎを与える市民の憩いの空間づくり、鳥

や魚も喜ぶ環境づくりなど、校区の魅力を市の魅力へとさらに高めていくことをめざします。 
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１ 基本計画の体系  

基本計画（前期）は、基本構想に定めた将来都市像「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家

族たかはま」を実現するため、２０２３年度（令和５年度）から２０２７年度（令和９年度）までに、行政・市民・団

体・企業などが協働して取り組むまちづくりの方向性や目標を示すものです。目指すべき姿（個別目標）を１３

目標、目標値や目標を達成するための具体的な方策・手段（こんなことに取り組みます）を  本掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市像 

人
と
想
い
が 

つ
な
ぐ
つ
な
が
る 

し
あ
わ
せ
な
ま
ち 

大
家
族
た
か
は
ま 

基本目標 ／ 個別目標 

4．心もからだも元気 毎日を笑顔で暮らそう 

3．行きたい 住みたい 住み続けたい 

 魅力がつながるまちをつくろう 

2．みんなで学び・高め合い 高浜の未来を育もう 

１．手を取り合ってみんなでまちをつくろう 

目標１ ずっと住み続けたいまちをみんなで一緒につくります 

目標２ お互いを理解し、支え合い、誰もが地域の一員として活躍できる 

まちをつくります 

目標３ 時間と場所を選ばない行政サービスを提供します 

目標４ まちのことを知って、高浜市を応援したいという想いを育みます 

目標５ 多様な主体が子育ち・子育てを支えます 

目標６ 自分・仲間・社会の幸せのために学び続ける子どもを育みます 

目標７ 学びで人がつながり合いみんなでまちを支える力を育みます 

目標８ 暮らしを支える持続可能な都市を形成します 

目標９ 地域経済を活性化し、元気なまちをつくります 

目標１０ 人と地球にやさしいきれいなまちをつくります 

目標１１ その人らしく安心して生活できる地域共生のまちづくりを 

進めます 

目標１２ 一人ひとりと地域全体の健康づくりを応援します 

目標１３ 防災・防犯の意識が高いまちづくりを目指します 
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２ 個別目標シートの見方  

 

 

 

 

 
個別目標の取組と関連してい

るＳＤＧｓのアイコンを表記して

います。 

 

基本構想に掲げ

た「将来都市像」

や「まちづくり の

基 本目標 」の 実

現に向けて、各分

野 の 個 別 目 標

（なりたい姿）をワ

ンフレーズで表し

ています。 

 

各分野の個別目

標（なりたいまち

の姿）を具体的に

表したもので、５

年後（２０２７年）

の高浜市が「こん

なふうだったらい

いな」、「こんなふ

う に し て い き た

い」という「まちづ

くりの基本目標」

の実現に向けて

の方向性を示して

います。 

 

５年後の目指すま

ちの姿の実現に

考えるあたり、高

浜市の現状が現

在どうなっていて、

５年後を見据えた

課題としてどんな

ことがあるのかを

表記しています。 

 

現状や課題など

を分かりやすく示

すためのグラフや

図などを掲載して

います。 

 個別目標 
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「この目標分野の現状と課題」と「目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづくり指

標」は、計画策定時点での現状と課題の状況認識と取組の達成状況を示しています。 

 

「この施策が目

指すまちの姿」

を実現するため

の取組の方向性

を示しています。 

 

◎「この施策が

目 指 す ま ち の

姿」の達成度合

いを示す目安と

して「まちづくり

指標」を設定し

ています。 

◎ 現 状 値 は 、

各々の指標に関

する直近のデー

タです。 

 

各 担 当 部 局 が

管理している関

連する個別の計

画を掲載してい

ます。 
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第 3 章 基本計画 

 

◎目標を達成す

るため、市民一

人ひとりでもで

きることがありま

す。 

高浜市の未来を

描く市民会議で

検討した、市民

一人ひとりがで

きることが記載

されています。 

できることからや

ってみましょう。 

 

◎目標を達成す

るため、一人で

は無理でもみん

なで力を合わせ

ればできること

があります。 

ま ちづくり協 議

会が策定してい

る「地域計画」

からみんなでで

きることを抜粋し

て、記載していま

す。 
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◇高浜市に暮ら すみんなが、 まちの課題や目標を共有し ています。  

◇まちづく り に参加し たい、 まちのために挑戦し たいと いう 人が気軽に活動を 始めら れ、 将来

のまちづく り を 担う 人材が増えています。  

◇自分のためだけでなく 、 誰かのため、 まちのために自分ができ るこ と を し 、 活動するこ と

で、 みんながゆるやかにつながっ ています。  

 

 

▶基本目標Ⅰ 手を 取り 合っ てみんなでまちをつく ろ う                      

目標（ １ ） 協働推進 

ずっ と 住み続けたいまちを 

みんなで一緒につく り ます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 現状》  

◆地域活動の活性化と コ ミ ュ ニティ の形成について若い世代ほど重要と 考えているが、 ５ ０ 代

以上で現状に対し 満足し ていないが、 重要と も 考えていない傾向にあり ます。  

◆１ ０ 代・ ２ ０ 代は高浜市に住み続けたいと いう 意識が他の年代より 低く 、 若い世代ほど高浜

市への愛着が薄いと 言えます。  

◆20 代は、 転入、 転出者数が他の年代より かなり 多いこ と から 、 居住年数が少なく 、 まちへ

の愛着（ シビッ ク プラ イ ド ） が醸成さ れにく い状況であると 考えら れます。  

◆深いつながり や負担を 要するコ ミ ュ ニティ に属するこ と を 望まない方も 多い。  

◆かつては協力・ 助け合わなければでき なかっ たこ と が、 民間サービスや技術の進歩により 、

個人で解決でき るよう になり まし た。  

◆地域団体の加入率が低下する中、 役員の成り 手不足も 深刻化し ています。  

《 課題》  

◇ゆるやかにつながれ、 いざと いう 時には協力し 合える風土を つく る必要があり ます。  

◇特に若い世代に対するシビッ ク プラ イ ド の醸成を促進する取組み（ 応援・ き っ かけの創出）

が必要と なり ます。  

◇時代の流れにあわせて、 地域のデジタ ル化についても 進めていく 必要があり ます。  

◇災害などいざと いう 時はアナログな助け合いが必要と なり ます。  

◇まちづく り の担い手育成や発掘に取り 組んでいく 必要があり ます。  

 

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を 見据えた課題 

 

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～

地域活動が活発で良好なコミュニティの形成

に関する意識

現状に満足している 今後重要と考えている

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

40%

60%

80%

100%

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

高浜市に長く住み続けたいと思う人の割合

10歳代 20歳代 30歳代
40歳代 50歳代 60歳代
70歳以上

※出典：市民意識調査 ※出典：市民意識調査 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

高浜市が目指すまちの目標（ キャ ッ チフ レ ーズ） を 知っ ている人の割合 
  

最近 1 年間で高浜市
ま ち

のために活動を し たこ と がある 人の割合 
  

まちづく り 協議会に関わっ たこ と がある人の割合 
  

 

 

 

 

 

 

［ 関連する個別計画等］  

■まちの課題や目標を 共有し ます。  

 ・ 高浜市の目指す将来都市像と その意味を積極的に発信し ます。  

・ まちの課題について語り 合い・ 共有する場を創出し ます。  

 

■誰かのため、 まちのために活動する 人や団体、 企業を 応援し ます。  

 ・ 若い世代のちょ っ と し た挑戦を応援できる仕組みの構築等、 既存の支援制度を見直し 、 より  

効果的な支援を行います。  

・ 定年延長等、 地域に関わる年齢が高齢化する中、 働き ながら でも 地域デビュ ーでき るき っ かけ 

づく り や意識啓発を行います。  

・ デジタ ル技術の導入など活動の負担軽減を図れる仕組みを協働で研究・ 実施し ます。  

 

■まちづく り 活動を通じ て、 ゆるやかにつながる風土を 育みます。  

・ まちづく り に関わるイ ンセンティ ブ （ ※） の付与、 活動の発表会やコ ンテスト 等、 まちづく り  

に興味・ 関心を持っ ていただける仕組みを 構築し ます。  

・ 町内会やまちづく り 協議会活動、 企業の地域貢献活動などを積極的に発信し ていく こ と で、  

コ ミ ュ ニティ 活動への参画促進を支援し ます。  

・ 時代にあっ たコ ミ ュ ニティ 活動のあり 方を市民・ 地域団体と 一緒に考え、 実現し ていき ます。  

 

こ んなこ と に取り 組みます 

目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区）  
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■高浜市公式Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ に入っ てつながろ う 。  

■自分の得意なこ と 、 やり たいこ と を 地域に活かし てみよう 。  

■地域のお祭り や行事に参加し よう 。  

■いろ いろ な場に顔を 出し て、 地域に出るき っ かけを 探し てみよう 。  

■子ども 食堂のこ と を 知ろ う 、 そし て応援し よ う 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇市民がお互いの国籍や文化の違いを理解し 、 認め合い、 外国人市民も 地域の一員と し て助け

合い、 活躍し ています。  

◇性別や考え方の違い等の多様性を理解し 、 認め合い、 高浜市に暮ら すだれも が、 お互いを 尊

重し 合えるよう になっ ています。

▶基本目標Ⅰ 手を 取り 合っ てみんなでまちをつく ろ う                      

目標（ ２ ） 多文化共生 

お互いを理解し 、 支え合い、  

誰も が地域の一員と し て活躍できるまちをつく り ます 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 現状》  

◆年々外国人住民の方が増加し 、 総人口に占める外国人割合が８ ％を超える等、 愛知県内自治

体で最も 高い人口比率（ 令和３ 年６ 月末時点） と なっ ています。  

◆令和３ 年７ 月に多文化共生コ ミ ュ ニティ センタ ーを開設し 、 外国人住民に対する一元化相談

窓口の設置や初期日本語教室等に取り 組んでいます。  

◆外国人と 日本人の相互理解の意識に差が生じ ています。  

◆性的マイ ノ リ ティ の方々を はじ め、 すべての市民の人権を 尊重し 、 多様な生き 方を 互いに認

め合う 社会の推進のため、 令和４ 年４ 月より パート ナーシッ プ宣誓制度を制定し ています。  

《 課題》  

◇日本語も 母語も たどたどし い世代の発生や多国籍化による情報発信ニーズの多様化、 外国籍

住民の高齢化等、 今後、 さ ら なる発生が想定さ れる新たな課題に対処し ていく 必要があり ま

す。  

◇Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ を はじ めと し たさ ら なる 人権尊重の意識啓発を 積極的に取り 組んでいく 必要があり

ます。  

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を 見据えた課題 

 

 

5.3%

8.0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

外国人住民の推移

外国人住民数 外国人住民比率

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

 

 

40%

60%

80%

100%

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～

多文化共生に関する意識

今後重要と考えている

出典：高浜市市民意識調査 

（人） 

出典：高浜市市民意識調査 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

高浜市を 住みやすいと 思う 外国人市民の割合 
  

最近 1 年間で外国籍の方と 何か一緒に活動し たこ と がある人の割合  
 

 

 

市の審議会等の委員と なっ ている 外国籍の方の人数 
  

 

 

 

 

 

 

 

［ 関連する個別計画等］  

■多様性を 認め合い、 誰も が暮ら し やすい環境を つく り ます。 ≪環境づく り ≫ 

 ・ 国籍に関わら ず暮ら し やすい環境をつく るため、 多文化共生推進計画を策定し ます。  

・ 市から の情報を多言語及びやさ し い日本語で提供すると と も に、 外国人市民の状況把握、 相談支援 

等を充実し ます。  

・ 外国人市民が生活し ていく ために必要な日本語やルール等を学ぶ機会を充実し ます。  

・ 性別や考え方の違い等に関わら ず暮ら し やすい環境をつく るため、 パート ナーシッ プ制度等、  

価値観を認め合う 環境を整えます。  

 

■多文化共生社会の実現に向け、 一人ひと り の意識を 高めます。 ≪意識向上≫ 

 ・ 相互理解や多文化共生についての理解を深めるための交流機会や学習機会を充実し ます。  

 ・ 多文化共生コ ミ ュ ニティ センタ ーの機能強化を図り 、 さ ら なる活用を促進し ます。  

・ 多様性を認め合う 多文化共生に関する講演会や研修会の実施等による意識啓発に努めます。  

 

■外国人市民の社会参画を 促進し ます。  

・ 外国人市民が主体的にまちづく り 活動に関わるこ と ができ るよう 、 外国人市民へのまちづく り に 

関する情報提供と 参加促進に努めます。  

・ 外国人市民と 地域をつなぐ 人材育成及び人と 人と をつなぐ ネッ ト ワーク を構築し ます。  

こ んなこ と に取り 組みます 

目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区） ◇高浜市女性活躍推進計画 
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■日本人も 外国の人も 、 あいさ つなどお互いに声を かけ合おう 。  

■食を 通じ て交流し よ う 。  

■地域のイ ベン ト に参加し ても ら える よう に声を かけよう 。  

■「 やさ し い日本語」 で話そう 。  

■差別偏見を持つのを やめよ う 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇市民が時間と 場所を気にせず必要な手続き を行う こ と が出来ています。  

◇業務の改善・ 効率化で浮いた人的資源を 市民一人ひと り に寄り 添っ たサービスの強化に繋げ

るこ と が出来ています。  

◇各種相談や面談が必要な手続き 等、 どう し ても 市役所に行かなければなら ない時でも 、 効率

的なデジタ ル窓口が実現し ています。  

◇市民が安心し て情報提供でき るセキュ リ ティ システムが構築さ れています。  

▶基本目標Ⅰ 手を 取り 合っ てみんなでまちをつく ろ う                      

目標（ ３ ） Ｄ Ｘ （ デジタ ルト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン） 推進 

時間と 場所を 選ばない行政サービ スを 提供し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 現状》

◆国の「 自治体デジタ ルト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン（ Ｄ Ｘ ） 推進計画」 により 全ての市町村に

対し て足並みを 揃えて「 情報システムの標準化」 や「 行政手続き のオンラ イ ン化」 が求めら

れています。  

◆イ ンタ ーネッ ト サービスの利用者が各世代で増加し ています。  

◆セキュ リ ティ 脅威（ 情報搾取や不正行為、 詐欺、 情報漏洩など） が高度化、 複雑化し ていま

す。  

《 課題》  

◇情報システムの標準化に併せＡ Ｉ やＲ Ｐ Ａ （ ロボティ ク ス・ プロセス・ オート メ ーショ ン）

等の新技術の導入により 業務の効率化や適正な執行に図る必要があり ます。  

◇市民が時間と 場所を選ばず行政サービスを受けら れるよう 行政手続き のオンラ イ ン化を 進め

る必要があり ます。  

◇各種相談や面談が必要な手続き 等、 どう し ても 市役所に行かなければなら ない時、 市民の負

担軽減や利便性の向上を 図るため、 書かない・ 待たない・ 行かないデジタ ル窓口の実現が必

要と なり ます。  

◇市民情報を 守るためのルールづく り や情報管理体制等、 セキュ リ ティ の強化を 進める必要が

あり ます。  

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

 

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を 見据えた課題 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

窓口事務取扱件数（ 市役所来庁者数）  70, 757 件 35, 000 件 

個人情報の保護に関する法律第６ ８ 条第１ 項に該当す

る情報漏洩報告件数 
0 件 0 件 

 

 

 

 

 

 

 

◇地域計画（各小学校区） 

［ 関連する個別計画等］  

■行政サービスのオン ラ イ ン 化を 実現し ます。  

 ・ 引越や子育て関係、 介護関係等の手続き について、 マイ ナンバーカード を用いた手続き を含め、 普

及率の高いスマート フ ォ ンでも 手続き でき る よう 行政サービ スのオンラ イ ン 化の実現に取り 組み

ます。  

■情報システムの標準化と 効率化を 実現し ます。  

 ・ 住民基本台帳、 介護保険、 税、 国民健康保険、 年金、 選挙人名簿等市民に身近な手続き について情

報システムの標準化と 事務の見直し に取り 組みます。  

・ 他の自治体と 連携し ながら Ａ Ｉ やＲ Ｐ Ａ 等、 新技術による業務効率化の実現に取り 組みます。  

・ 計画的なＤ Ｘ の推進、 人材の育成に取り 組みます。  

■書かない・ 待たない・ 行かないデジタ ル窓口を 実現し ます。  

・ 申請書記入の負担軽減、 関係窓口の連携強化による待ち時間の解消、 証明書自動発行機（ 行政キオ

スク 端末） の普及拡大により 書かない・ 待たない・ 行かないデジタ ル窓口の実現に取り 組みます。  

■市民情報を 守る情報管理体制を 実現し ます。  

・ Ｄ Ｘ の推進にあわせた新たなルールづく り と し て高浜市個人情報保護条例の見直し に取り 組みま

す。  

・ 全ての職員が個人情報保護、 情報管理スキル等が向上するよう 研修・ 教育体制の構築に取り 組みま

す。  

 

目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづく り 指標 

こ んなこ と に取り 組みます 
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■マイ ナンバーカ ード のこ と を 知っ て、 取っ て、 使おう 。  

■スマート フ ォ ンの使い方を 知っ て、 知ら ない人にも 教えてあげよ う 。  

■市役所に行く ・ 聞く 前にデジタ ルで手続き でき るか調べよ う 。  

■コ ンビ ニで証明書を と っ て、 便利さ を友人に伝えよ う 。  

■オンラ イ ンで講演会を 見て（ 聞いて） みよう 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇情報を受け取る側の立場に立ち、 まちの情報がいつでも どこ でも わかり やすく 得ら れるよう

になっ ています。  

◇「 知っ ていてほし い」 情報が、 確実に市民の皆さ んに届く よう になっ ています。  

◇まちのこ と が多く の人に伝わり 、 高浜市を 「 応援し たい」、 高浜市に「 行っ てみたい」「 住ん

でみたい」 と いう 人（ フ ァ ン） が増えています。  

▶基本目標Ⅰ 手を 取り 合っ てみんなでまちをつく ろ う                      

目標（ ４ ） 情報発信・ シティ プロモーショ ン  

まちのこ と を知っ て、  

    高浜市を応援し たいと いう 思いを育みます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 現状》  
◆市の情報の入手環境については、 ４ ０ 代までは満足傾向にあるが、 ５ ０ 代以上は満足傾向に

ある方の割合が５ ０ ％を 下回っ ています。  

◆スマート フ ォ ン等の普及等、 情報を 得るツールが進化・ 多様化する中、 情報の取得方法も 紙

媒体から デジタ ルへと 変わっ てき ています。  

◆市の情報は身近に感じ づら く 、 市民にと っ て興味や関心を も ちにく い傾向にあり ます。  

◆２ ０ 代・ ３ ０ 代の方に比べ、 ５ ０ 代以上の方は、 まちの魅力発信はあまり 重要ではないと 感

じ ています。  

《 課題》  

◇市民の関心や社会のト レ ンド にアンテナを 張り 、 ニーズをく み取る必要がある他、 発信者側

の情報発信に対する意識やスキルを 向上さ せる必要があり ます。  

◇電子媒体を 使いこ なせる世代にはより 情報が伝わり 、 電子媒体に不慣れな世代には情報格差

が生じ ないよう 、 発信する内容や発信媒体の工夫、 電子媒体を 使いこ なせるよう になるため
の取組みが必要です。  

◇高浜市に関わっ たこ と がある人など、 関係人口の増加を目指し 、 高浜市のフ ァ ンを 増やし て
く こ と が今後必要と なり ます。  

◇人と 人のつながり 、 コ ミ ュ ニケーショ ンを通じ た発信で市民の満足感・ 納得感を 高めていく

必要があり ます。  

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を 見据えた課題 

 

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代〜
満足 おおむね満足 やや不満 不満

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代〜
非常に重要 やや重要
あまり重要でない 重要でない

必要な情報が手軽に入手できる環境の重要度・満足度 

 

出典：市民意識調査結果 

 
出典：市民意識調査結果 

 

無回答を除いているため合計値が 100％にならないことがあります。 

 

無回答を除いているため合計値が 100％にならないことがあります。 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

最近１ 年間で高浜市のこ と を Ｓ Ｎ Ｓ で発信や友人に話すなどし たこ と がある人の割合（ ％）  
  

市公式ホームページへの年間アク セス件数（ 件）  
  

高浜市へのふる さ と 応援寄附金額 
  

 

 

 

 

 

 

 

［ 関連する個別計画等］  

■ まちの情報を わかり やすく 発信し ます。（ 人材育成）  

・ 市民一人ひと り が広報マン、 まちぐ るみで情報を発信し ていく 風土と 仕組みを構築し ます。  

・ 職員の情報発信に対する意識と スキルを向上さ せ、 分かり やすい情報発信に努めます。  

 

■「 知っ ててほし い」 が、 確実に届く 環境を 整えます。（ 発信方法）  

 ・ Ｉ Ｃ Ｔ 技術の活用等、 その時代にあっ た情報発信媒体を取り 入れ、 情報の種類や受信者に適し た発

信方法で、 タ イ ムリ ーな情報提供に努めます。  

・ 市民と 行政がお互いにコ ミ ュ ニケーショ ンをと り 、 情報交換を活発に行い、 情報のニーズをく み取 

ると と も に、 つながり を通じ て情報を発信し ます 

・ 高浜市の情報はこ こ を見ればわかると いう 情報のプラ ッ ト フ ォ ームを整備し ます。  

 

■高浜市を 応援し たく なるよ う 、 まち の魅力を 高めます。（ フ ァ ンづく り ）  

・ こ れまで磨き 上げてき た地域の資源の可能性を研究し 、 さ ら に磨き 上げます。  

・ 新たな地域資源、 魅力の発掘・ 開発に取り 組みます。  

・ 市民が高浜市（ ふるさ と ） の良さ を再発見できるき っ かけをつく り ます。  

こ んなこ と に取り 組みます 

目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区） ◇高浜市広報戦略  
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■Ｓ Ｎ Ｓ （ Ti kTok・ YouTube） で高浜市を 紹介し よう 。  

■でか落花生を 広めよ う 。  

■「 勝手に観光協会」 を 開設し よう 。  

■高浜市公式Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ に登録し 、 知り 合いにも 登録し ても ら おう 。  

■市民記者になろ う 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇安心し て子ども を 産み育てら れる環境が整っ ているまちになっ ています。  

◇多様化する生活スタ イ ルの中で、 子育ち・ 子育てを 通じ て家族・ 地域のき ずなを 深めていく

まちになっ ています。  

◇子育ち・ 子育てを 支える人材・ 環境が整えら れて、 子育てに孤立し ないまちになっ ていま

す。  

▶基本目標Ⅱ みんなで学び・ 高め合い 高浜の未来を 育も う                   

目標（ ５ ） 子育ち・ 子育て 

多様な主体が子育ち・ 子育てを支えます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 現状》

◆就業者数の増加に伴い女性割合も 増加し ているため、 今後も 子育て支援に対するニーズの増

加が想定さ れます。  

◆将来的には子ども 数は緩やかに減少するこ と が見込まれます。  

◆子育てを 手助けする親族や知人がなく 、 孤立するおそれのある人が約１ 割程度います。  

《 課題》  

◇多様化する子育てニーズに応じ た支援が必要と なり ます。  

◇女性の就業割合の増加による保育ニーズの増加と 、 子ども の数の減少による事業規模縮小と

のバラ ンスを考慮し た柔軟性のある子育て支援が必要です。  

◇子育てを支援する子育ち・ 子育てを 支援・ 見守る人材の確保・ 育成が必要です。  

◇子育てを 頼れる人がいない人が地域の中で孤立するこ と のないよう に、 Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た、

子育て世帯と 施設、 地域等の多様な関係者を つなげる仕組みを 構築し ていく 必要があり ま

す。  

 

  

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を見据えた課題 

 

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

 

総人口・年齢区分別人口の推移・推計 

出典： 第２ 期高浜市子ども ・ 子育て支援事業計画 
出典：施策動向調査 

日頃、お子さんの面倒をみてもらえる親族・知人の有無 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

待機児童数（ 幼稚園、 保育園、 認定こ ども 園、 児童ク ラ ブ、 みどり 学園）  
 

０ 人 

高浜市 子育て支援ネッ ト ワーク アク セス数 
 

 

地域子育て支援施設利用者数（ 地域子育て支援拠点施設、 児童セン タ ー、 放課後居場所事業）  
  

 

 

 

 

 

 

 

［ 関連する個別計画等］  

■「 高浜市子ども ・ 子育て支援事業計画」 に沿っ て、 子育て支援の充実を 図り 、

待機児童のない保育環境と し ます。  

 ・ 教育・ 保育ニーズを適切に把握するために定期的な意識調査に取り 組みます。  

・ 定期的に更新する「 高浜市子ども ・ 子育て支援事業計画」 の策定に取り 組みます。  

・ 教育・ 保育ニーズに対応し た、 多様で柔軟な保育サービスの提供に取り 組みます。  

・ ニーズに応じ た地域子ども ・ 子育て支援事業等の実施に取り 組みます。  

 

■子育ち ・ 子育てを 支える人材の育成を 図ると と も に、 多様な主体が子育てを  

支える重層的な環境を 実現し ます。  

 ・ 子育ち・ 子育てを支える人材の発掘に取り 組みます。  

・ 様々な人材が子育ち・ 子育てに関わる環境の創出に取り 組みます。  

・ Ｉ Ｃ Ｔ を活用し て、 子育て世帯と 施設、 地域等をつなげる仕組みを構築し ます。  

・ 子育て中の親子が孤立し ないよう に各種関係機関等が支える環境づく り に取り 組みます。  

・ 安全で安心できる場所を多く の子ども や保護者が利用でき るよう に取り 組みます。  

こ んなこ と に取り 組みます 

目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区） ◇高浜市子ども・子育て支援事業計画   
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■親子で参加でき る行事に参加し よ う 。  

■子ども に対する言葉かけのおも し ろ いガイ ド ブッ ク を作ろ う 。  

■ブッ ク ド ラ イ ブを 利用し よ う 。（ 不要な本を 必要な人に）  

■子育てのイ ベント に参加し よう 。  

■ふれあいサービス（ 社会福祉協議会の有償ボラ ンティ ア） に登録し て

みよう 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇自ら 学び、 生き る力を 身に付けている子ども が育っ ています。  

◇自分も 周り も 大切にし ながら 、 人・ も の・ こ と に積極的につながる子ども が増えています。  

◇自分を知り 、 持ち味を 発揮し ている子ども が自分ら し く 輝いています。  

◇なり たい自分に向かっ て学んでいる子ども が育っ ています。  

▶基本目標Ⅱ みんなで学び・ 高め合い 高浜の未来を 育も う                   

目標（ ６ ） 学校教育 

自分・ 仲間・ 社会の幸せのために 

学び続ける子ども を育みます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 現状》  

◆学習指導要領では、 教育の普遍の部分（ 知・ 徳・ 体の調和のと れた発達） を 大切にするこ と

と なっ ています。  

◆教育を取り 巻く 環境は、 情報化やグローバル化の進展など変化が激し い時代にあり ます。  

◆小６ と 中３ で比較すると 、 いずれの年度においても 「 自分は成長し ていると 思う 」 生徒の割

合が低く なる傾向にあり ます。  

◆一人一台端末やＩ Ｃ Ｔ 機器が整備さ れ、 学習での積極的な活用が進んでいます。  

《 課題》  

◇学校教育では、 常に社会の変化に対応し た取組みが求めら れています。  

◇変化の激し い時代においても 、 試行錯誤を繰り 返し ながら も 、 子ども たちが自分ら し く 生き

ていく 力を 育成する必要があり ます。  

◇人と 直接関わるこ と のよさ に気付き 、 多く の人と の触れ合いの中で成長し ていく ための取組

みが必要です。  

◇自分の主張だけでなく 、 相手の意見も 尊重し 、 合意形成を 図り ながら 仲間と 共に様々なこ と

に挑戦し ていく 意欲を 育む取組みが求めら れます。  

◇自分のよさ を理解し 、 自己肯定感の向上に向けた取組みが必要です。  

80

85

90

95

H30 R1 R2

自分は成長している（成長した）と思いますか

「とても思う」「どちらかといえばそう思う」

小６ 中３

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を 見据えた課題 

 

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

 

主体的・対話的で深い学びを重視した学習風景 
出典：市民意識調査 

(%) 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

「 好き な教科がある 」 児童生徒の割合 
  

「 友達と 協力し た場面があっ た」 児童生徒の割合 
  

「 自分には好き なと こ ろ がある」 児童生徒の割合 
  

「 将来の夢や目標を も っ ている」 児童生徒の割合 
  

 

 

 

 

 

 

 

［ 関連する個別計画等］  

■生き る 力を 育む質の高い教育活動を 実施し ます。  

 ・ 学習指導要領に即し た基礎学力の定着を進めます。  

・ 主体的・ 対話的で深い学びを重視し た学習を 推進し ます。  

・ 人・ も の・ こ と と の関わり 合いを重視し た教育活動を行います。  

・ キャ リ ア教育の充実に向けた取組みを進めます。  

・ 道徳教育、 情報モラ ル教育等、 心の教育を推進し ます。  

・ 一人ひと り が持ち味を発揮でき る集団づく り を推進し ます。  

・ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ についての学習を推進し ます。  

 

■一人ひと り を 大切にし たき め細やかな教育のし く みを 創り ます。  

 ・ 異校種間・ 異学年間の交流を 充実し 、 １ ２ 年間の学びや育ちをつなげます。  

・ 特別な支援を必要と する児童生徒への個別支援の充実に向けた取組みを推進し ます。  

・ 小学校において、 教科担任制の積極的な取組みを推進し ます。  

・ 一人一台タ ブレッ ト を中心と し たＩ Ｃ Ｔ 機器のより 有効的な活用を進めます。  

 

こ んなこ と に取り 組みます 

目指す姿にどれだけ近づいたかを はかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区） ◇高浜市教育基本構想   
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■地域・ 学校のイ ベン ト ・ 活動に参加し て、 子ども 同士、 親同士の交流

を はかろ う 。  

■学習支援ボラ ンティ アに参加し よ う 。  

■地域で活躍する団体を 知り 、 交流を も と う 。  

■いろ いろ な学区の地域活動に参加し て、 異校種間で交流し よう 。  

■子ども の成長のために自分ができ る こ と に取り 組も う 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇たく さ んの感動や体験に出会い、「 知り たい」「 やっ てみたい」 と いっ た知的好奇心や意欲が

高まり 、 学びが活発に行われています。   

◇暮ら し や学びを 通じ て培われた知恵・ 特技・ 経験等を活かし 、 市民同士の学び合いが活発に

行われ、 と も に成長し ています。  

◇先人たちのあゆみやまちの魅力・ 自慢が市民の共有財産と し て継承さ れ、 地域に息づいてい

ます。  

▶基本目標Ⅱ みんなで学び・ 高め合い 高浜の未来を 育も う                   

目標（ ７ ） 生涯学習・ 文化・ スポーツ  

学びで人がつながり 合い 

みんなでまちを支える力を育みます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 現状》  

◆生涯を通じ た学ぶ機会について約８ ５ ％が重要と 考えており 、 知的好奇心や意欲に火を 灯し

続ける必要性が認識さ れています。（ 出典： 施策動向調査）  

◆持っ ている知識・ 特技・ 体験などを 地域や社会活動に活かし ている人の割合は３ ０ ％前後で

推移し ています。  

◆高浜市に愛着や誇り を 持っ ている 人の割合が減少するこ と で、 まちの歴史や伝統・ 文化に対

する関心や「 誰かのために役立ちたい」「 住んでいるまちを より よく し たい」 と いう 想い=ま

ちを 支える力（ まちづく り の原動力） が希薄になるこ と が危惧さ れます。  

《 課題》  

◇人生 100 年時代、 デジタ ル技術の進展等、 社会の大き な転換点にある中で、 市民一人ひと り

が生き 抜く 力を身につけ、 成長を続けら れる機会の創出や環境づく り が必要と なり ます。  

◇持っ ている力を 人づく り ・ まちづく り に積極的に活かし 、 学びを 通し た連帯感を 育んでいく

必要があり ます。  

◇住んでいるまちのあゆみ、 伝統や文化などを 知り 、「 こ のまちが好き 」 と いう 想いを 高めて

いく 必要があり ます。  

28.5 27.9 30.3 30.8 28.7

25

30

35

H29 H30 R1 R2 R3

持っている知識・特技・体験などを地域
や社会活動に活かしている人の割合（％） 

出典： 市民意識調査 出典： 市民意識調査 

64.0

69.5
72.0

72.4
70.2

69.9 71.4

64.1

66.4

67.6

68.2

64.060.0

65.0

70.0

75.0

高浜市に愛着や誇りを持っている人の割合
（％） 

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を見据えた課題 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

読書相談件数（ 件）  
  

持っ て いる 知識・ 技能・ 体験を 教えた ・ 伝えたこ と がある 人の割合 （ ％）  
  

高浜市の歴史・ 伝統・ 文化に関する 企画（ 行事） に参加し たこ と がある 人の割合（ 年間） （ ％）   
  

 

 

 

 

 

 

◇高浜市生涯学習基本構想・基本計画  ◇高浜市子ども読書活動推進計画

［ 関連する個別計画等］  

■「 知り たい」「 やっ てみたい」 と いっ た想いが高まる 取組みを 進めます。  

・「 かわら 美術館・ 図書館」 を核に、 展示・ 図書（ 読書活動）・ ワーク ショ ッ プ等、 様々な手法・ 資源

を用いて、 知的好奇心、 学びの意欲、 知性・ 感性、 創造力が高まる取組みを推進し ます。  

・ 子ども のチャ レンジする意欲を応援し 、 未来の高浜市を担う 人材育成を行います。  

 

■持っ ている力を 人づく り ・ まちづく り に活かし 、 人と 学びの輪を 広げます。  

・ 年齢や経験に関わら ず、 暮ら し や学びで培われた知恵・ 特技等を気軽に活かせる機会を創出し 、 市

民同士の学び合いを推進し ます。  

・「 する・ みる・ さ さ える」 と いっ た多様な観点から 、「 いつでも・ どこ でも ・ だれでも・ いつまでも 」

気軽に楽し めるスポーツ・ レク リ エーショ ン活動を推進し ます。  

 

■まちの魅力・ 自慢を 掘り 起こ し 、 守り 、 伝え、 育みます。  

・ 様々な角度から まちの魅力・ 自慢（ 歴史・ 文化・ 伝統・ 産業・ 景観等） を見る・ 聴く ・ 触れる機会

を設けると と も に、 伝統・ 文化を守り 、 育む活動を 進めます。  

・ 新編高浜市誌「 高浜市のあゆみ」 に掲載し き れなかっ た先人たちの足跡等について調査を継続し 、

後世へ伝え、 人づく り ・ まちづく り に活かし ます。  

目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづく り 指標 

こ んなこ と に取り 組みます 
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■地域のイ ベン ト に友人と 一緒に行っ てみよう 。  

■「 どう ぶつの森」 で高浜市を つく っ てみよう 。  

■年１ 回はかわら 美術館に行こ う 。（ かわら 美術館の魚を 数えてみる ）  

■学んだこ と を 友人に話し てみよう 。 井戸端会議を し よう 。  

■子ども と 一緒にスポーツし よう 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇市民が安全・ 安心・ 快適に通行でき る道路が整備さ れています。  

◇公園が安全で快適に利用でき る地域の憩いの場と なっ ています。  

◇快適な生活の維持に必要不可欠なラ イ フ ラ イ ンと し て、 すべての市民に安全安心な水道水 

 の供給ができ ています。  

◇良好な住環境が形成さ れています。

▶基本目標Ⅲ 行き たい 住みたい 住み続けたい 魅力がつながるまちを つく ろ う                 

目標（ ８ ） 都市基盤 

暮ら し を支える持続可能な都市を形成し ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 現状》  

◆高浜市には、 幹線道路から 住宅街の生活道路まで多様な道路があり 、 橋り ょ う を含め、 快適

な生活や地域経済を支える重要なイ ンフ ラ ですが、 その多く で老朽化が進んでいき ます。  

◆公園は、 地域の憩いの場と し て重要な場所ですが、 公園施設の老朽化が進んでいき ます。  

◆快適な生活の維持、 災害時における重要なラ イ フ ラ イ ンである水道施設、 配水管も 老朽化が

進んでいき ます。  

◆昭和５ ６ 年以前に建築さ れたも ののう ち、 耐震性が不十分な住宅が約１ 割存在し ています。  

《 課題》  

◇道路や橋り ょ う 、 公園等については、 継続的な修繕を行い、 計画的な維持管理や更新、 長寿

命化を 図っ ていく 必要があり ます。  

◇災害時でも 安全安心な住環境が確保でき るよう 、 配水管の耐震化を 長期的な観点で、 計画的

に整備し ていく 必要があり ます。  

◇住環境の向上を図るため、 まちづく り に関する各種施策に基づく 土地利用の誘導や、 安心・

安全に向けた建物管理を 促す必要があり ます。

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を 見据えた課題 

 

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

 

4 2 . 8 %
5 1. 7 %

0 .0 %

2 0 .0 %

4 0 .0 %

6 0 .0 %

調和の取れた土地利用が図られ、安全・快適で

移動しやすいまちだと思う人の割合

出典：市民意識調査 出典：市民意識調査 

まちづくりの満足度（おおむね満足以上の人の割合） 

 H 2 0 . 8  R2 . 7  

良質な住環境 4 7 . 9 ％ 6 3 . 7 ％ 

潤いの空間 5 1. 2 ％ 6 4 . 3 ％ 

下水道整備 5 8 . 2 ％ 6 9 . 9 ％ 

まちづくりの重要度（やや重要以上の人の割合） 

 H 2 0 . 8  R2 . 7  

良質な住環境 8 3 . 5 ％ 9 1. 4 ％ 

潤いの空間 8 2 . 1％ 8 8 . 6 ％ 

下水道整備 8 1. 8 ％ 8 9 . 8 ％ 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

道路の長寿命化を計画的に実施し た割合（ 幹線道路の舗装）  
  

公園を 利用し ている人の割合   

配水管の耐震化率 ３ ３ ． １ ％ ４ １ ． １ ％ 

無料耐震診断の累計件数 １ １ ０ ８ 件 １ １ ８ ８ 件 

 

 

 

 

 

 

［ 関連する個別計画等］  

■道路施設等の計画的な維持管理を実施します。 

 ・ 老朽化する市道の舗装の修繕を計画的に行い、 長寿命化を図り ます。  

・ 橋り ょ う の点検・ 修繕を計画的に行い、 長寿命化を図り ます。  

・ 歩行者の安全確保のため、 歩道設置等の道路の改良に取り 組みます。  

■公園施設の計画的な維持管理を実施します。  

・ 公園施設の更新を行い、 危険施設の除去、 長寿命化を図り ます。  

・ 地域の関係団体等と 協働で、 花壇等の身近な場所の緑の充実に取り 組みます。  

・ 公園施設の更新の際には、 地域のニーズに対応し た施設更新を行う と と も に、 災害時の避難場所に

なるよう な配慮、 工夫に取り 組みます。  

■水道施設の計画的な更新を 行い、 安全安心な住環境を 整備し ます。  

・ 老朽化し た水道施設、 配水管の計画的な更新をおこ ない、 水道水の安定供給に努めます。  

・ 配水管の耐震化を進めて災害時の危機管理体制を整備し ます。  

■良好な住環境の形成を 促進し ます。  

・ 計画的な土地利用の規制・ 誘導を図り ます。  

・ 住宅の耐震化率の向上を図るため、 耐震施策を推進し ます。  

 

こ んなこ と に取り 組みます 

目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区） ◇高浜市都市計画マスタープラン 

◇緑の基本計画 ◇高浜市建築物耐震改修促進計画 ◇高浜市地域水道ビジョン ◇地域福祉計画  
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《 現状》  

◆高浜市商工会（ 以下「 商工会」） が実施する経営支援件数は、 近年は増加傾向にあり ます。  

◆市内の法人数は年々増加傾向にあり ますが、 商業・ 工業の事業所数はおおむね横ばいと なっ

ています。  

◆新型コ ロナウイ ルスによる外出控えにより 、 商店の活性化に資するいき いき 号の利用者が減

少し ています。  

◆地場産業である三州瓦（ 屋根材） の販売枚数は減少傾向にあり ます。 また、 農業の担い手は

高齢化し ています。  

《 課題》  

◇今後も 商工業を発展さ せていく ために、 商工会と 連携し 、 経営支援等を 実施する必要があり

ます。  

◇感染症等による景気低迷や災害等の対応、 脱炭素化、 デジタ ル化、 人口減少等の環境変化に

応じ た支援を する必要があり ます。  

◇企業の誘致等により 事業機会の拡大を 図る必要があり ます。  

◇三州瓦を振興するため、 業界と 連携し 、 災害による風評被害の払し ょ く やブラ ンド 化等を進

める必要があり ます。  

◇農業生産を 維持し ていく ために、 担い手不足の解消に取り 組む必要があり ます。  

 

◇企業活動が活発に行われ、 雇用が安定し ています。  

◇優良農地を 保全し ながら 、 市内への進出企業が増加し ています。  

◇伝統技術の継承や後継者の育成が図ら れ、 地場産業や農業が振興し ています。  

（出典：愛知県陶器瓦工業組合） （出典：愛知県） 

▶基本目標Ⅲ 行き たい 住みたい 住み続けたい 魅力がつながるまちを つく ろ う                 

目標（ ９ ） 産業 

地域経済を活性化し 、 元気なまちをつく り ます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 19 4

17 5 1
19 5 3

2 7 0 5

0

5 0 0

10 0 0

15 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

（件）

年度

商工会が実施する経営支援件数

4 5 6 , 4 18  

2 9 7 , 0 6 0  

2 17 , 9 3 9  

15 1, 3 7 2  

0

10 0 , 0 0 0

2 0 0 , 0 0 0

3 0 0 , 0 0 0

4 0 0 , 0 0 0

5 0 0 , 0 0 0

2 0 0 5 2 0 10 2 0 15 2 0 2 0

（千枚）

年

三州瓦（屋根材）の販売枚数

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

 

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を見据えた課題 

 

出典：○○○○ 出典：○○○○ 

H29   H30   R1   R2 H17  H22   H27   R2 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

高浜市商工会が実施する経営支援件数   

三州瓦屋根工事等奨励補助金交付件数   

コ ミ ュ ニティ バスの利用者数   

 

 

 

 

 

 

 

［ 関連する個別計画等］  

■企業活動が活発になるための取り 組みを 進めます。  

 ・ 商工会と 連携し 創業支援、 経営支援等に取り 組みます。  

・ 融資制度、 補助制度を活用し た資金融通の円滑化支援等、 環境変化に適応し た企業支援のあり 方を

検討し ます。  

・ 移動する人（ 利用者） と 移動し た先（ スーパー等） を考慮し 、 一人ひと り に寄り 添っ たコ ミ ュ ニテ

ィ バスの見直し を進めます。  

 

■市内への企業進出を 推進し ます。  

 ・ 企業が進出・ 操業し やすい環境の整備等、 産業の活性化につながる取組みを検討し ます。  

 

■地場産業や農業の振興を 図り ます。  

・ 災害による風評被害の払し ょ く や商品開発、 ブラ ンド 化等、 三州瓦の優位性やデザイ ン性をＰ Ｒ す

ると と も に、 普及を支援し ます。  

・ 農業関係団体等と 連携し 、 高浜ら し い農業と 農福連携の研究を図り ます。  

 

こ んなこ と に取り 組みます 

目指す姿にどれだけ近づいたかを はかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区） ◇高浜市都市計画マスタープラン  
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■地産地消に心がけよ う 。  

■市内の店舗や商品を Ｓ Ｎ Ｓ を 活用し てＰ Ｒ し よう 。  

■自分たちが食べているも のや使っ ているも のが、 どう やっ て作ら れて

いるか考えてみよう 。  

■市内のお店で買い物を し よ う 。  

■地場産業の魅力を 再発見し てみよ う 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇市民一人ひとりがごみの排出を抑制し、その上で分別を徹底し、リサイクルが推進され、持続可能

な循環型社会が形成されています。 

◇ごみのポイ 捨てや不法投棄のないき れいで住みやすいまちになっ ています。  

◇温室効果ガスの削減が進み、 環境負荷の少ないまちになっ ています。  

▶基本目標Ⅲ 行き たい 住みたい 住み続けたい 魅力がつながるまちを つく ろ う                 

目標（ １ ０ ） 環境 

人と 地球にやさ し いきれいなまちをつく り ます 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 現状》  

◆市民一人一日当たり のごみの排出量は、 横ばい傾向にあり ます。  

◆き れいなまちづく り を 目指し てポイ 捨てや不法投棄のないまちづく り を 推進し ていますが、 不

法投棄の回収量は増加し ています。  

◆国の２ ０ ５ ０ 年カ ーボンニュ ート ラ ル宣言にあわせて、 地域脱炭素化を 推進する必要があり ま

す。  

《 課題》  

◇さ ら なるごみの減量に向けて、 ５ Ｒ （ 発生抑制・ 購入拒否・ 再使用・ 修理・ 再利用） を 積極的

に推進し 、 大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄の社会から 、 限り ある資源を 有効に活用するための

循環型社会へ転換する必要があり ます。  

◇き れいで住みやすいまちを実現するために、 まちづく り 協議会や町内会等の地域・ 事業所・ 市

民がまちぐ るみで環境美化活動を 進める必要があり ます。  

◇地球温暖化の要因と なる温室効果ガスの排出を 抑制するために、 太陽光発電などの再生可能エ

ネルギーの普及やエコ カ ーの導入等を 推進する必要があり ます。  

 

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

 

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を見据えた課題 

 

出典：経済環境Ｇ提供資料 出典：経済環境Ｇ提供資料 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

1 人一日当たり の家庭ごみの排出量（ ｇ ）  
  

不法投棄の回収量（ ㎏）  
  

市の事務事業から 排出さ れる温室効果ガスの量（ t -CO2）  
  

 

 

 

 

 

 

 

［ 関連する個別計画等］  

■ごみの減量と 再資源化を 推進し ます。  

・ わかり やすいごみ分別便利帳を作成し 、 周知し ます。  

・ プラ スチッ ク ごみの削減を目指す法律の施行を受けて、 ごみの分別・ 回収のあり 方等を検討し 、 家

庭から 出さ れる資源ごみの収集量の拡大を図り ます。  

・ マイ バッ グの携帯や食品ロスの削減等、 ごみの発生抑制に取り 組みます。  

 

■ごみのポイ 捨てや不法投棄のないき れいなま ちを構築し ます。  

 ・ 不法投棄をなく すため、 市内パト ロールによる監視体制を強化し ます。  

・ ごみのポイ 捨て禁止看板の設置や広報媒体による周知により 、 環境の美化に取り 組みます。  

 

■環境負荷の少ないまちを つく り ます。  

・ 公共施設等への太陽光パネルの設置、 照明Ｌ Ｅ Ｄ 化、 エコ カー導入等、 市が率先し てカ ーボンニュ

ート ラ ルを推進し ます。  

・ 再生可能エネルギーの導入やエコ カ ー導入購入支援等、 地域全体で脱炭素化の取組みが進むよう 市

民や事業者に働きかけます。  

 

 

 目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区） 

◇高浜市地球温暖化対策実行計画 ◇高浜市一般廃棄物（ごみ）処理基総合計画 

◇衣浦東部ごみ処理広域化計画 

こ んなこ と に取り 組みます 
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■市や町内会、 まち協の清掃活動に参加し てみよう 。  

■ブロギング（ ジョ ギングし ながら ごみ拾いを するフ ィ ッ ト ネス） をし

よう 。  

■ごみはし っ かり 分別し よう 。  

■ごはんを残さ ず食べよう 。  

■家庭で種を まこ う 、 花を 植えよう 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇地域と 関係機関が一体的に支援する「 重層的支援体制」 が整備さ れ、 高齢、 障がい、 子ど

も ・ 子育て、 生活困窮等の様々な課題を 抱える人が包括的な支援を受けています。  

◇社会的につながり が弱い人が、 地域でその人ら し く いき いき 活躍でき るよう 、 社会と つなが

るし く みができ ています。  

◇支える側・ 支えら れる 側と いう 関係を越えて、 地域の人々が丸ごと つながり 、 一人ひと り が

生き がいを も ち、 助け合う 地域を つく っ ています。  

▶基本目標Ⅳ 心も から だも 元気 毎日を 笑顔で暮ら そう                     

目標（ １ １ ） 福祉 

その人ら し く 安心し て生活できる    

地域共生のまちづく り を進めます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現状≫ 

◆社会構造の変化により 、 様々な課題が絡み合う 「 複雑化」、 複数の分野にまたがる「 複合

化」 し た課題を抱える世帯が増えています。  

◆地域と つながる機会の減少により 、 社会的に孤立し ている人が増えています。  

≪課題≫ 

◇複合的な困り ごと に対する包括的な支援体制の強化が求めら れています。  

◇地域のつながり が希薄化する中、 地域と のつながり を つく り 、 自立し て生活でき る環境が求

めら れています。  

◇福祉の担い手を応援し 、 地域の福祉力が向上する支援が求めら れています。  

○⽀えあう住⺠参 
 加の地域づくり 

地 域 づ く り ⽀ 援 

新たな課題の発掘 
地域からの情報提供 

○社会とつながる
しくみづくり 

参 加 ⽀ 援 

○複雑・複合化し 
 た課題への相談

を受ける体制 

包 括的 な相 談⽀ 援 

◁ 高齢者 障がい者 子ども 生活困窮 外国人 ▷ 

〔目指す重層的⽀援体制のイメージ図〕 

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を 見据えた課題 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

いき いき 広場が総合相談窓口である こ と を 知っ ている 人の割合  
  

社会的孤立者への支援協力事業者数 
  

困っ ている人へ声掛けや手助けを行っ たこ と がある 人の割合  
  

［ 関連する個別計画等］  

■包括的な相談支援体制によ る 支援を 拡充し ます。  

・ 複合的な困り ごと の相談を いき いき 広場全体でサポート し 、 関係機関や地域支援関係者と の連携

を図り ながら 支援の強化に取り 組みます。  

■社会参加支援の充実を 図り ます。  

・ ひき こ も り 等の社会的に孤立し ている人に、 自立に向けた伴走型の支援に取り 組みます。  

・ 社会と のつながり づく り に向けて、 障がいのある 人、 認知症の人、 一人暮ら し の高齢者等の、 社

会参加機会の拡充に取り 組みます。  

・ 農業を はじ めと する異分野と 福祉の連携により 、 支えら れる 側から 支える 側へと 活躍の場を創出

し ていき ます。  

■地域福祉活動を 支援し 、 支えあう 住民参加の地域づく り を 進めます。  

 ・ 災害時等、 も し も の時に備えて、 要支援者の実態把握を 継続的に行い、 地域の助け合いのための

仕組み・ 関係づく り に取り 組みます。  

 ・ まちづく り 協議会や民生・ 児童委員、 ボラ ンティ ア等地域の福祉に関わる支援者と 連携し て、  

  地域住民による見守り 体制の充実を図り ます。  

 ・ 地域住民の知識や経験を活かせるボラ ンティ ア活動の魅力を積極的に発信し 、 担い手の発掘・ 養 

  成に取り 組みます。  

 ・  

 
目指す姿にどれだけ近づいたかを はかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区） 

◇地域福祉計画 ◇高浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

◇高浜市障がい福祉計画・障がい児福祉計画 ◇高浜市障がい者福祉計画 ◇高浜市自殺対策計画  

こ んなこ と に取り 組みます 
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■日ごろ から いろ んな人にあいさ つを し よう 。  

■ヘルプマーク を 付けていたり 、 車いすや杖を ついている人がいたら 、

手伝える こ と がないか声を かけよう 。  

■認知症サポータ ー養成講座に参加し て、 対応方法を 学ぼう 。  

■困窮・ 認知症・ 障がいに対し ての理解を 深めよう 。  

■障がいを自ら 体験するイ ベント に参加し て当事者意識を 深めよう 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇若いう ちから 、 一人ひと り が自身の健康状態に関心を持ち、 健康づく り 活動へ積極的に参加

し ています。  

◇生活習慣病や認知症などの予防活動を 通じ て地域に出かける機会が増え、 生き がいや役割を

持ちながら 、 心身と も に健やかで自分ら し く 暮ら し ています。  

▶基本目標Ⅳ 心も から だも 元気 毎日を 笑顔で暮ら そう                     

目標（ １ ２ ） 健康 

一人ひと り と 地域全体の健康づく り を応援し ます 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《 現状》  

◆「 一人ひと り の元気と 健康づく り を 応援し ているまちだと 思う 人の割合」 は６ 割ですが、 近

年は減少傾向にあり ます。  

◆認知症高齢者の数は年々増加し 、 ２ ０ ２ ５ 年には高齢者の５ 人に１ 人が認知症になると 推計

さ れています。  

◆新型コ ロナウイ ルス感染症の流行により 、 市民生活や経済活動に大き な制約を 受けていま

す。  

◆健康自生地の登録数に小学校区ごと のばら つき があり ます。  

 

《 課題》  

◇市民が自分自身の健康状態を 把握すると と も に、 ニーズに合わせた健康情報の提供や、 健康

づく り に取り 組みやすい環境が必要になり ます。  

◇高齢化が進展する中で、 認知症の予防や早期発見に努める必要があり ます。  

◇行動自粛等による生活習慣の変化に起因する健康リ スク の増加が予想さ れます。  

◇市内全域にわたっ て、 歩いて出かけら れる距離に健康自生地を創出する必要があり ます。  
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一人ひとりの元気と健康づくりを応援しているまちだ

と思う人の割合

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

 

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を見据えた課題 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

定期健診（ 検診） を １ 年以内に受けている人の割合   

体力や健康の保持増進を 目的と し て身体を 動かすこ と

を 習慣的に行っ ている 人の割合 

  

趣味や余暇活動を目的に、 週１ 回以上 地域に出かけ

ている人の割合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 関連する個別計画等］  

■誰も が健康に関心を 持ち、 継続的に健康づく り に取り 組める環境を 作り ます。  

・  定期的な健診や検診により 、 自身の健康状態を確認するこ と で、 健康づく り への興味・ 関心を促

進し ます。  

・  心身の健康について気軽に相談でき る環境づく り に取り 組むと と も に、 疾病を早期発見し 、 適切

な治療が受けら れるよう 地域医療の充実に努めます。  

■認知症などの予防活動に取り 組み、 生涯現役のまち づく り を 進めます。  

・  予防、 普及啓発事業を充実さ せるこ と により 、 積極的に認知症、 生活習慣病、 フ レイ ル（ 注） 予防

に取り 組める体制をつく り ます。  

・  高齢者の閉じ こ も り を予防し 、 通う こ と のでき る居場所づく り に取り 組むと と も に、 地域におけ

る担い手を発掘し 、 新たな健康自生地を創出し ます。  

 

（ 注） 加齢に伴い、 身体や心の働き 、 社会的なつながり が弱く なっ た状態を指し 、 放置すると 「 介護が 

必要な状態」 になる可能性があり ます。  

目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区） 

◇健康たかはま２１ ◇高浜市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画 

◇高浜市国民健康保険データヘルス計画 

こ んなこ と に取り 組みます 
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■１ 年に１ 回健康診断を 受診し よう 。  

■定期的におう ちで体重・ 血圧を はかっ てセルフ モニタ リ ン グし よ う 。  

■歩いてスタ ン プラ リ ーを し よう 。  

■イ ンスタ 映えする場所を 投稿し て外出意欲を 促そう 。  

■地域の行事に参加し よう 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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◇市民一人ひと り が、 防災・ 防犯に対する意識を 高め、 安全・ 安心に暮ら せるよう に取り 組ん

でいます。  

◇市民や地域等に「 自助」「 共助」 の重要性が認識さ れ、「 公助」 を 含めた相互の連携を 強化

し 、 災害に強いまちづく り を 進めています。  

◇市民の生命と 財産を守るため、 地域と 行政が連携し 、 犯罪や交通事故を防ぐ 取組みを し 、 安

全・ 安心なまちづく り に取り 組んでいます。  

▶基本目標Ⅳ 心も から だも 元気 毎日を 笑顔で暮ら そう                     

目標（ １ ３ ） 防災・ 防犯 

防災・ 防犯の意識が高い 

まちづく り を目指し ます 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 現状》  

◆市民意識施策動向調査では、 今後の重要施策と し て「 地震や水害などの防災体制」 が第１ 位

と なり 、 市民の防災意識が高まっ ています。  

◆“ 青色防犯パト ロール活動” や毎月行う “ 交通事故死ゼロの日” 等の街頭活動を継続し て実

施し 、 市内の刑法犯認知件数及び交通事故発生件数は年々減少傾向にあり ます。  

《 課題》  

◇南海ト ラ フ 地震等の大規模災害に対し 、 市民一人ひと り が備える「 自助」 の重要性が認識さ

れるよう に周知する必要があり ます。  

◇地域等に対し て「 共助」 の重要性が認識さ れるよう な取り 組みを し 、 地域防災力の向上に努

める必要があり ます。  

◇市民の防災意識の高まり から 、 市の防災対策への高い満足度が求めら れています。  

◇市内在住の外国人の割合は約８ ％と 高く 、 外国人に対し て防災・ 減災の重要性が認識さ れる

よう な取り 組みを する必要があり ます。  

◇防犯・ 交通安全対策については、 引き 続き 地域や関係機関と 連携し て犯罪抑止や交通事故防

止に取り 組む必要があり ます。  

3.9 3.9 3.7
2.7 2.6

5.5 5.2 4.7 4.1
3.3

0
1
2
3
4
5
6

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 Ｒ2

人口1,000人あたりの交通事故発生件数

高浜市 県平均

(件)

6.9 6.9 6.5 5.9 5.8

9.4 8.7 7.3 6.6 5.3

0
2
4
6
8

10

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 Ｒ2

人口1,000人あたりの犯罪発生発生件数

高浜市 県平均

(件)

こ の施策が目指す５ 年後のまちの姿 

 

こ の目標分野の現状と ５ 年後のまちの姿の実現を見据えた課題 

 

出典：碧南警察署犯罪発生状況 出典：碧南警察署交通事故発生状況 
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目標の達成度を 測る指標 
現状値 

( 2023)  

目標値 

( 2027)  

市民が災害時用に食糧等を 備え、 マイ ・ タ イ ムラ イ ン （ 避難行動計画） を 作成し ている件数 
  

人口 1, 000 人あたり の犯罪発生件数 
  

人口 1, 000 人あたり の交通事故発生件数 
  

 

 

 

 

 

 

 

［ 関連する個別計画等］  

■安全安心に暮ら せる まちづく り を 実現し ます。  

 ・ 市民一人ひと り の防災・ 防犯意識向上のため、 防災・ 防犯に関する情報の周知徹底に取り 組みます。 

・ 市民が災害時に備えてマイ ・ タ イ ムラ イ ン（ 避難行動計画） を作成するよう 取り 組みます。  

・ 地域等に「 共助」 の重要性が認識さ れるよう な防災事業に取り 組みます。  

・ 大規模災害に備え「 公助」 における整備の改善・ 更新に取り 組みます。  

 

■災害に強いまち づく り を 実現し ます。  

・ 地域防災リ ーダー養成を推進し 、 自主防災組織の強化に取り 組みます。  

・ 消防団の人員確保と 装備の充実を図り 、 地域防災力の向上に取り 組みます。  

・ 地域や消防団と 連携し 、 地域における防災体制の強化に取り 組みます。  

 

■地域と 行政が連携し 、 犯罪抑止、 交通事故防止を 図り ます。  

・「 高浜市みんなで犯罪のないまちにし よう 条例」 に基づき 、 犯罪抑止活動に取り 組みます。  

・ 地域と 行政が連携し 、 交通事故防止に向けた交通安全対策に取り 組みます。  

・ 防犯カ メ ラ ・ 防犯灯の設置や地域主体のパト ロールの支援に取り 組みます。  

目指す姿にどれだけ近づいたかをはかるまちづく り 指標 

◇地域計画（各小学校区） 

◇高浜市国土強靭化地域計画 ◇高浜市地域防災計画 ◇高浜市国民保護計画 

こ んなこ と に取り 組みます 
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［ 力を あわせて住み続けたい高浜市をつく ろ う ］  

 

■避難袋の準備・ 点検・ 入れ替えを し よう 。  

■マイ ・ タ イ ムラ イ ン （ 避難行動計画） を 作成し よう 。  

■自宅の防犯対策（ 鍵・ 防犯フ ィ ルム・ 防犯カ メ ラ ・ センサーラ イ ト

等） を し よう 。  

■備蓄品を管理し よう 。（ ローリ ングスト ッ ク 法など）  

■防犯カ メ ラ 設置推進地域のパネルを 掲示し よ う 。  

一人ひと り にでき るこ と  

写真 写真 

 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇し よう 。  

みんなででき るこ と  
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１ 各目標の実現を支える行財政運営  

総合計画に掲げる政策・施策の推進にあたり、各個別目標の実現に向け、横断的に寄与する経営

的な施策については、以下のように取り組みます。 

 

（１）施策を着実に実現するための行政経営の体制を構築します 

Ⅰ 積極的にチャレンジし、時代の変化に合わせ、成長し続ける職員・組織づくり 

を進めます 
 

◎高度化・多様化する市民ニーズや行政課題に臨機応変に対応できる「柔軟性」、前例や

固定化した考え方にとらわれない「創造力」、社会の流れを読み、目標達成のために必要

な情報・条件を的確に選択できる「判断力」、“旬”を逃さず、迅速かつ的確に業務を遂行

していく「実行力」を併せ持つ職員を育みます。 

◎職員の成長を組織全体として支援していくとともに、社会や市民ニーズの変化に、柔軟に

対応できる組織づくりを進め、着実に事務を遂行していきます。 

 

         

 

 

 

 

 

 

   Ⅱ 連携・協働により効率的に施策を推進します 

◎行政ニーズの変化への対応や行政サービスの充実など、施策をより効率的・効果的に推

進するため、組織の枠を超え、民間事業者や団体、学校等と連携して実施するなど、民間

活力を活用していきます。 
◎広域連携による役割や利点を整理しながら、関係する自治体と連携し、地域の枠を超え 

た連携・協力により、業務の共同化や情報の共有をはかり、効率的かつ効果的に施策を

推進していきます。 

 

         

 

 

 

 

  

 
◇高浜市職員成長支援計画  ◇高浜市定員適正化計画   

◇高浜市女性活躍推進特定事業主行動計画  ◇高浜市障害者活躍推進計画 

◇高浜市次世代育成支援対策特定事業主行動計画 

関連する個別計画 

 

◇衣浦東部広域連携推進ビジョン（衣浦東部広域行政圏計画） 

◇衣浦東部ごみ処理広域化計画 ◇テレトピア計画 ◇衣浦定住自立圏共生ビジョン 

関連する個別計画 

第 4 章 計画の実現に向けて 
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（２）持続可能な財政基盤の構築 

Ⅰ 健全かつ計画的な財政経営を行います 

◎事業の重要性、緊急性及び費用対効果を常に検証し、効率的な財源の配分を行うことで、

中長期的に収支の均衡がとれた財政運営を行います。 

◎長期的な財政状況を見通し、将来に向けて持続可能な財政運営を行うために、長期財政

計画を策定（改訂）します。 

◎産業振興や企業誘致、収納率の向上などを推進することで市税収入の確保を図るととも

に、国や県などの補助制度の有効活用やふるさと納税の拡充、新たな財源確保に向けた

調査研究を実施します。 
 
         

 

 

 
 

 

 

   Ⅱ わかりやすく財政状況を共有します 

◎高浜市は、財政の指標上、全国的にみると非常に健全な財政状況となっています。しかし

実際の財政運営の状況としては、財源に余裕がある状況ではありません。そうした現状や

自治体財政の仕組み、さらに市の財政状況をわかりやすく公表し、市民の皆様と共有しま

す。 
 

   Ⅲ 公共施設総合管理計画に基づき、公共施設を適正に配置・管理・運用します 

◎公共施設のうち、特にハコモノ施設については、総数、配置、用途等のあり方を検討し、適

正化させることにより、市民サービスの向上と支出の削減を図ります。 

◎公共施設のうち、特に道路、橋りょう、上下水道等のインフラ施設は、市民生活の基盤で 

あることから、適切な維持管理を行い、安全・安心な暮らしを確保します。 

◎公共施設の整備や管理運営に係る全てを公共で賄うのではなく、費用を比較検討したう

えで、民間の技術や経験も活用していきます。 
 
         

 

 

 

 

 

 
◇高浜市公共施設総合管理計画 ◇公共施設推進プラン ◇インフラ施設推進プラン 

◇高浜市学校施設長寿命化計画 ◇高浜市公営住宅等長寿命化計画 

◇橋梁個別施設計画 ◇高浜市汚水適正処理構想 ◇高浜市公共下水道全体計画 

◇高浜市公共下水道事業計画 ◇高浜市建築物耐震改修促進計画 

関連する個別計画 

第 4 章 計画の実現に向けて   

 
◇長期財政計画   ◇債権管理計画 ◇高浜市水道事業経営戦略 

◇高浜市下水道事業経営戦略 ◇高浜市三高駅西駐車場事業経営戦略 

関連する個別計画 

66



 

（参考）財政基盤の現状と見通し 

（１）経常収支比率の推移 

地方自治体の財政の弾力性を示す指標（自由に使えるお金がどれくらいあるかをはかる指標）とさ

れる経常収支比率については、第６次総合計画の「みんなで目指すまちづくり指標」にも掲げ、健全財

政の維持に取り組んできましたが、近年は変化が激しく厳しい状況にあります。 
 

 
（出典：財務Ｇ提供資料） 

（２）財政力指数の推移 

財政力指数は、地方自治体の財政力の強弱を表すもので、毎年の市の事業に必要なお金を、どの

くらい自力で調達できるかを示したものです。数値が「１」を超えるほど、国からの援助に頼らず、自力

でお金を調達でき、「１」を下回るほど、自分のお金だけでは足りない状態となり、国からの援助が必

要な状態になります。 

高浜市は、ちょうど「１」前後の状況であり、収入と支出がちょうど同じという状況です。言い換えると

収入を使い切ってしまう状況のため、なかなか貯金ができないような財政状況となっています。 
 

 
（出典：財務Ｇ提供資料） 

 

高齢化社会の進展による社会保障費の増加や公共施設の老朽化への対応など、市の支出は今後も

減少することは難しく、収入も著しい上昇は考えにくいため、今後も厳しい財政状況が続く見通しです。 
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２ 主体的にかかわるまちづくり 

（１）住民自治と団体自治 

これからは、自分たちの地域のことは自分たちの意思で決定し、その責任を自分たちが持つとい

う、地方自治の理念というべき住民自治・団体自治の確立が求められています。 

高浜市では、地方分権の趣旨を踏まえ、平成２３年４月１日に『高浜市自治基本条例』を制定し

ました。 

高浜市自治基本条例では、団体自治（議会・行政）と住民自治（地域団体）が役割を分担しな

がら、総合計画を推進し、両者を「まちづくりの両輪」としていくことが大切であるとしています。 
                     
 

団体自治 議会と行政が責任をもって行うまちづくり 

住民自治 

住民自らが地域のことを考え、自らの手で治めていくこと（自治の主役は市民）で

あり、団体統制、地域の自己統治、特定課題に対する有志市民の結集体の３つの

住民自治があると考えられています。 

 

 

（２）市民・地域ができること 

高浜市が目指すまちの姿（将来都市像）「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族

たかはま」を実現するためには、多様な主体が、家族のように、ともにまちをよりよいまちにしようと、

それぞれが力を出し合い、時には協力し合って取り組んでいくことが必要不可欠です。 

      第７次総合計画では、目指すまちの姿を実現するための行政の取組 

だけではなく、「市民一人ひとりができること」の具体例を記載しています。 

また、地域のできることとして、まちづくり協議会が、自らが取り組む 

地域のまちづくりの目標、活動方針、内容等を定めた地域計画から抜粋 

しています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 計画の実現に向けて   

68



 

（３）まちづくり協議会 

まちづくり協議会は、地域の総合力で「やりたい」「こうしたい」を実現する合意形成の“場”とし

て、小学校区を単位とした地域の個性や創意工夫を活かしたまちづくりを地域団体、事業者、個人

が協力しあって実践しています。 

まちづくり協議会は、これまで高浜市が地域の皆さんと取り組んできた主体的にかかわるまちづ

くりの核となる取組であり、これからも大切に育み、継承していきます。 

 

 

 

まちづくり協議会 ＝ 地域の団体や人、企業のみんなを“つなぐ場” 

 

時代の流れの中で、「集団」から「個」、「密なつながり」から「ゆるやかなつながり」へと、市民の意識

が変化している中、人と人をつないできた団体のあり方も変化を余儀なくされています。 

個々の集団の規模が小さくなれば、個々でできることも少なくなってきます。このままでは、どんどん便

利になる社会の陰で、これまで紡いでいた地域社会が崩壊していってしまいます。 

だからこそ、ゆるやかなつながりを育み、協力して何ができるか、何をすべきかを考え、対応する「場」

である『まちづくり協議会』が、人と人をつなぎ、地域を良くしていくために、重要な役割を果たしていくと

考えています。 

第 4 章 計画の実現に向けて   

 

Ａ団体：最近、会員が減ってきて困っ

ているんです。 

Ｂ団体：うちの団体もだよ。なら一緒

に会員募集に取り組もう。 
 

事務局最近、ご飯がなかな

か食べれない子どもたちが

増えてるらしい。 

Ｃ団体なら、うちも手伝うから

子ども食堂みたいなものをや

りましょう。 

Ａ企業食材が提供できるよ。 

 

Ｄ団体行事をやってきた

けど、会員が減ってきてな

かなか人手がなくて大変

になってきた。 

Ｅ団体なら、いっそのこと

各団体単独じゃなくて、み

んなで一緒にまとめた行

事にしよう。 

 

Ａさん自分たちの地域の公

園の管理くらい自分たちで

しないか？ 

Ａ団体そうだね。できる人た

ちで交代で草刈りしようか。 

Ｃ団体うちも手伝うよ。 

Ｂ企業年数回ならうちも。 
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３ 計画推進サイクル 

高浜市を取り巻く社会情勢は、目まぐるしく変化し、予期しないような変化も見込まれます。しかしな

がら、まちづくりに関わるすべての人が「目指すまちの姿（目標）」を共有し、その実現のため、柔軟か

つ積極的に対応しながら、計画を推進することが大切です。 

時代や市民ニーズの変化などを的確に見極めながら、計画の実現に向け、事業の見直し、改善を

行います。 

 

≪計画の推進にあたって≫ 

１ 定量評価（データに基づく評価）と定性評価（意識に基づく評価）による分析 

○各個別目標に掲げる「まちづくり指標」については、事業実績や統計データ、市民意識調査などで

把握する数値により、「まちの状況」や「市民の行動」の変化を確認し、定量分析を行います。 

○各個別目標が掲げる目指す姿（キャッチフレーズ）に近づいていると市民の皆様が感じているかな

ど、単純に数値では表すことのできない意識や価値の向上についても市民の声を聴く機会を設け

るなどし、定性分析を行います。 

 

２ 新たな気づきから価値を見出す 

  ○評価については、「まちづくり指標」の増減に着目するだけではなく、行政だけでは見出すことので

きない新たな気づき（課題など）を、多くの市民の参加・参画の機会を通じて、なぜ上手くいかなか

ったのかではなく、どうしたら上手くいくのかについて、ポジティブな意見交換を行っていきます。 

 

 

←市民目線の意
見をいただくた
めの意見交換・
共有を行う。 

（例えば）写真は総
合計画策定にかかる
「高浜市の未来を描
く市民会議」および
「高浜未来カフェ」 

専門的な視点→
から意見をいた 
だくための意見 
交換・共有を行う。 
（例えば）写真は「第
6 次高浜市総合計画
推 進 会 議 」 お よ び
「地方創生ざっくばら
んな意見交換会」 
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３ 場面に応じた改善行動の実施 

    これまでは、年度ごとに、計画（Plan）し、実施（Do）し、その結果を評価・検証（Ｃｈｅｃｋ）し、改善策

や次の施策にいかしていく（Action）を起こすＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行ってきましたが、第

7 次総合計画では、場面に応じた改善行動を実施していきます。 

 

（１）ＯＯＤＡ（ウーダ）ループによる計画推進サイクル 

    変化の激しい時代においては、現状から最善の判断を下し、即座に行動を起こすことが必要とな

るため、機動力と実効性が高いＯＯＤＡ（ウーダ）ループの手法を取り入れ、アクションプランの改善

行動を実施していきます。 

 

（２）ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

     第 7 次総合計画の全体の進行管理においては、後期基本計画策定時に、前期基本計画を点

検・評価し、積み残し課題を次につなげていけるよう、ＰＤＣＡサイクルを取り入れた進行管理を行っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクル ＯＯＤＡループ 

①Plan（計画） 

目標を設定し、計画を作成する。 

②Do（実行） 

計画を実行する。 

③Check（評価） 

計画に沿って実行出来ていたのか、結果を評

価する。 

④Action（改善） 

実施結果を検討し、計画の改善を行う。 

①Observe（情報収集） 

できるだけ多くの情報を収集する。 

②Orient（方向性の判断） 

得た情報を分析し、取組の方向性を判断する。 

③Decide（具体的施策の決定） 

具体的な行動（改善）プランを策定する。 

④Act（行動） 

行動（改善）プランを実行する。 
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１ 自治体の役割 
 

国際的な地方自治体の連合組織であるＵＣＬＧ（Ｕｎｉｔｅｄ Ｃｉｔｉｅｓ and Local Governments）で

は、ＳＤＧｓの 17 のゴールに対する自治体行政の果たし得る役割を以下のとおり示しています。 

 

SDGs の 17 の目標と自治体行政の関係 

目標（ゴール） 自治体の役割 

 

貧困をなくそう 

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適した
ポジションにいます。各自治体において、すべての市民が必要最低限
の暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな支援策が求めら
れています。 

 

飢餓をゼロに 

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産など
の食料生産の支援を行うことが可能です。そのためにも適切な土地
利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料
生産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。 

 

すべての人に 
健康と福祉を 

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保
険制度の運営も住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良
好に保つことが住民の健康状態を維持・改善に必要であるという研
究も報告されています。 

 

質の高い教育を 
みんなに 

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果
たすべき役割は非常に大きいといえます。地域住民の知的レベルを
引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行
政の取組は重要です。 

 

ジェンダー平等 
を実現しよう 

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要
です。また、自治体行政や社会システムにジェンダー平等を反映させ
るために、行政職員や審議会委員等における女性の割合を増やす
のも重要な取組といえます。 

 

安全な水とトイレ 
を世界中に 

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤で
す。水道事業は自治体の行政サービスとして提供されることが多く、
水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大事
な責務です。 

 

エネルギーを 
みんなに 
そしてクリーンに 

公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住
民が省／再エネ対策を推進するのを支援する等、安価かつ効率的
で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増やす
ことも自治体の大きな役割といえます。 

 

働きがいも 
経済成長も 

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用
の創出に直接的に関与することができます。また、勤務環境の改善
や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善することも
可能な立場にあります。 
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目標（ゴール） 自治体の役割 

 

産業と技術革新 
の基盤をつくろう 

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有してい
ます。地域経済の活性化戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込
むことで新たなイノベーションを創出することにも貢献することができ
ます。 

 

人や国の不平等 
をなくそう 

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担う
ことができます。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないま
ちづくりを行うことが求められています。 

 

住み続けられる 
まちづくりを 

包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは
首長や自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由そ
のものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役
割は益々大きくなっています。 

 

つくる責任 
つかう責任 

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要
なテーマです。これを推進するためには市民一人一人の意識や行動
を見直す必要があります。省エネや 3R の徹底など、市民対象の環
境教育などを行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能
です。 

 

気候変動に 
具体的な対策を 

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化
しています。従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気
候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求め
られています。 

 

海の豊かさを 
守ろう 

海洋汚染の原因の 8 割は陸上の活動に起因していると言われてい
ます。まちの中で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出るこ
とがないように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を
講じることが重要です。 

 

陸の豊かさも 
守ろう 

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が
大きな役割を有するといえます。自然資産を広域に保護するために
は、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、その
他関係者との連携が不可欠です。 

 

平和と公正を 
すべての人に 

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っていま
す。地域内の多くの市民の参画を促して参加型の行政を推進して、
暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。 

 

パートナーシップ 
で目標を達成し
よう 

自治体は公的／民間セクター、市民、NGO／NPO などの多くの関
係者を結びつけ、パートナーシップの推進を担う中核的な存在にな
り得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協力関
係を築くことは極めて重要です。 
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２ 総合計画と SDGs の関係 

総合計画に示す施策の方向性は、国際社会全体の目標であるＳＤＧｓの目指す１７の目標とスケールは違

うものの、その目指すべき方向性は同様であり、総合計画に沿って施策を推進することで、ＳＤＧｓの推進にも

つながります。 

個別目標に掲げる具体的な「こんなことに取り組みます」の取組内容から、関連するＳＤＧｓの目標を選択し、

次のとおりまとめました。 

基本目標 個別目標 
    

Ⅰ 手を取り

合ってみんな

でまちをつく

ろう 

（１）ずっと住み続けたいまちをみんなで一緒につくりま

す     
（２）誰もがお互いを理解し合い、地域の一員として支

え合い、活躍しています    〇 

（３）時間と場所を選ばない行政サービスを提供します     
（４）まちのことを知って、高浜市を応援したいという想

いを育みます     
Ⅱ みんなで

学び・高め合

い 高浜の未

来を育もう 

（５）多様な主体が子育ち・子育てを支えます  〇 〇 〇 
（６）自分・仲間・社会の幸せのために学び続ける子ど

もを育みます    〇 
（７）学びで人がつながり合いみんなでまちを支える力

を育みます    〇 
Ⅲ 行きたい 

住みたい 住

み 続 け た い 

魅 力 が つ な

がるまちをつ

くろう 

（8）暮らしを支える持続可能な都市を形成します     

（９）地域経済を活性化し、元気なまちをつくります！     

（1０）人と地球にやさしいきれいなまちをつくります     
Ⅳ 心もから

だも元気 毎

日 を 笑 顔 で

暮らそう 

（１１）その人らしく安心して生活できる地域共生のまち

づくりを進めます 〇  〇  

（１２）一人ひとりと地域全体の健康づくりを応援します  〇 〇  

（１３）防災・防犯の意識が高いまちづくりを目指します   〇  
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総合計画の推進にあたっては、施策体系とＳＤＧｓの関係性を整理し、各分野においてＳＤＧｓの目標達成に

向けた取組を意識しながら、それぞれの施策を推進します。 

 

 

 

             

      〇     〇 〇 

〇     〇 〇      〇 

    〇        〇 

   〇   〇     〇 〇 

     〇       〇 

            〇 

      〇      〇 

 〇     〇  〇  〇  〇 

   〇 〇        〇 

  〇  〇   〇  〇 〇  〇 

     〇       〇 

            〇 

      〇  〇    〇 
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１ まち・ひと・しごと創生総合戦略とは 

まち・ひと・しごと創生総合戦略は、全国的に進む人口減少とまちの衰退を食い止めるため（地方創

生）、まち・ひと・しごと創生法第 9 条及び第 10 条に基づき、「まち」 「ひと」「しごと」に視点を置き、

行政をはじめ、市民、地域、団体、企業など市全体でまちの活性化に取り組むため、高浜市が今後講

ずべき取組の方針や目標、具体的な施策を示すものです。 

 

第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略（国） 
 

稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

 

２ 総合計画を着実に実現することで創生につなげる 

高浜市では、総合計画の実現が高浜市の創生につながると考え、人の意識・行動変容を踏まえ国が示

す地方創生の３つの視点「ヒューマン」「デジタル」「グリーン」を重点に据え、新たに取組を設定するの

ではなく、総合計画に掲げる取組のうち、３つの視点を踏まえ、高浜市の特色を活かしつつ、ひと・しご

との流れを創出する取組を創生戦略として位置づけることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  なお、高浜市の創生の進捗度合いを図るための重要業績評価指標（ＫＰＩ）については、２つの指標

を成果目標として設定します。 

新
し
い 

時
代
の 

流
れ
を
力
に
す
る 

多
様
な
人
材
の 

活
躍
を
推
進
す
る 

地域とつながり、想う「ひと」を増やす

地方創生に資するＤＸを推進する

脱炭素社会の実現を推進する

ヒュー
マン 

デジ 
タル 

グリ 
ーン 
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≪成果目標（２０２７年度）≫ 

第 1 期高浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、20 年後を⾒据え、不透明な将来に対しても引き

続き、安定した⾏政運営を維持し、市⺠の皆さんが「しあわせ」を感じる「いつまでも住み続けたい」まち

“高浜”を維持していくとしています。 

そのため、「いつまでも住み続けたい」まち“高浜”をはかるための指標として次の 2 つの指標を重要

業績評価指標（ＫＰＩ）として掲げます。 

 

≪住みたい・住み続けたいを実現≫ 

指 標① 
いつまでも高浜市に住み続けたいと思っている人 

の割合 ８０％以上を維持する  
（実績）いつまでも高浜市に住み続けたいと思っている人の割合の推移 

 

※出典：市民意識調査より ※設問については「長く住み続けたい割合」など若干の変更があります。 

 

指 標② 

生産年齢⼈⼝（15 歳〜59 歳）が転出超過とならないよう転

⼊・転出の均衡を維持します。 
※生産年齢⼈⼝（15 歳〜59 歳）が前年度より減少しないようにする。 

（実績）生産年齢⼈⼝（15 歳〜59 歳）の推移 

 
※出典：住民基本台帳人口より（各年 4 月 1 日時点） 
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